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■日常生活の基盤、社会的資産としての住宅 

住宅は、人生の大半を過ごす日常生活の基盤であり、家族と暮らし、人を育て、憩い、

安らぐことのできる、かけがえのない空間であるとともに、人々の社会生活や地域のコミュ

ニティ活動を支える拠点でもあります。 

また、住宅は、都市や街並みの重要な構成要素であり、安全、環境、福祉、文化等の地

域の生活環境に大きな影響を及ぼすという意味で、社会的性格を有しています。 

このように、住宅は私的な生活の場であるだけでなく、豊かな地域社会を形成する上で重

要な要素であり、個人がいきいきと躍動し、活力・魅力があふれる社会の礎＝「社会的資産」

として位置付けることができます。 

このため、住宅やそれを取り巻く地域社会で営まれる人々の生活＝「住生活」の安定・向

上に関する施策は、社会の持続的発展・安定を図る上で極めて重要な意義を有するものであ

り、総合的・計画的に推進されなければなりません。 

 

■多様な主体の連携・協力による住まいづくり 

地域に根差した豊かな住生活を実現するためには、①自らの選択と努力で住宅を所有・管

理する住民、②住宅の品質・性能の確保について責任を有する民間事業者、③居住ニーズや

地域課題に精通し住宅行政の主体的役割を担う市町村、④広域的・長期的視点から住宅政策

を推進する県等が、あるべき将来像や目標等を共有し、各々の適切な役割分担の下、連携・

協力し住まいづくりを進めることが重要であります。 

 

 ■東日本大震災及び原子力災害への対応 

平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震とそれに伴う大津波による災害

（以下「東日本大震災」という。）や東京電力福島第一原子力発電所事故による災害（以下

「原子力災害」という。）により甚大な被害を受け、今なお多くの住民が避難生活を余儀な

くされている本県においては、県民の総力を結集し一丸となって、ふるさとの復興・再生に

取り組むことが大きな課題となっております。 

 

■計画の目的 

福島県住生活基本計画は、このような「日常生活の基盤、社会的資産としての住宅」や「多

様な主体の連携・協力による住宅づくり」、「東日本大震災及び原子力災害への対応」を念

頭に、本県の豊かな住生活の実現に向け、住生活基本法に掲げられた基本理念に即しつつ、

県民、民間事業者、市町村、県等が共有すべき住宅政策の基本目標・方針や住宅施策の方向

等を定めるものであり、住生活の安定・向上に関する施策を総合的・計画的に推進するため

のものです。 

 

 

  

 

Ⅰ-１ 計画の目的 

 Ⅰ はじめに 
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■住宅政策の転換と住生活基本計画のはじまり 

本格的な少子高齢社会、人口・世帯減少社会の到来を目前に控え、現在及び将来における

国民の豊かな住生活を実現するため、平成１８年６月8日に住生活基本法（平成18年法

律第61号）（以下「法」という。）が制定され、それまでの住宅の「量」の確保を中心と

した政策から、国民の住生活の「質」の向上を図る政策へと転換されました。 

国においては、法に基づき平成１８年９月に住生活基本計画（全国計画）を策定し、法に

掲げられた基本理念に即して各種施策を推進し、本県においても、全国計画に即して平成１

９年３月に福島県住生活基本計画を策定しました。その後平成２５年度に改定を行い、平成

３２年までの計画期間における住宅政策の基本目標・方針や住宅施策の方向等を示し、各種

施策や事業を実施してきました。 

 

■計画見直しの動き 

その後、国においては、人口減少や少子高齢化など社会経済情勢の変化に対応するため、

平成２７年度に全国計画の見直しを進め、平成２８年３月に同計画を改定しました。 

本県でも国の動きに合わせるとともに、社会経済情勢や制度の変化等、住生活を取り巻く

環境が大きく変化したため、見直しを行うこととしました。 

 

■本県の特殊事情 

本県では、平成２４年１２月に福島県総合計画「ふくしま新生プラン」を、平成２７年 

１２月に福島県復興計画（第３次）を策定するなど、復興・再生への取組を進めていますが、

避難指示区域のほか広い地域において、今なお多くの県民がふるさとから離散し、応急仮設

住宅等での避難生活を余儀なくされており、早期の復興住宅の確保やコミュニティの再生が、

本県の住宅政策の最重要課題となっています。 

また、東日本大震災による大規模な地震・津波と原子力災害による複合災害は、住宅の被

害だけではなく、若年層の県内外への流出により少子高齢化を加速させるとともに、地域産

業・雇用への影響、さらには風評被害を誘発し、コミュニティや社会経済情勢を急激に悪化

させ、住生活を取り巻く様々な課題を複雑化させています。 

 

■見直しの目的 

これらの背景を踏まえ、住宅と地域の復興・再生のための施策を迅速かつ確実に推進する

とともに、良質な住宅の確保と良好な居住環境の形成に向けた施策を総合的かつ計画的に推

進するため、本計画の見直しを行いました。 

 

Ⅰ-２ 計画見直しの背景 
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本計画は、様々な主体が連携・協力して取り組む住生活に関する基本的な計画であること

から、住まいづくりに携わる県民を始め、民間事業者・団体、有識者及び市町村等から広く

意見を頂きながら見直しを進めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○住宅政策の見直しを行うための会議 

○産・学・官及び県民の代表で構成 

○県内の住宅政策の必要な協議を行う機関 

○県・市町村で構成 

○７つの生活圏毎に現状・課題等について

意見交換 

○県・市町村・建築関係団体・福祉関係団

体で構成 

○パブリックコメントにより幅広く意見を 

公募（３週間） 

福島県住生活基本計画（Ｈ２５～Ｈ３２） 

見 

直 

し 

住宅政策検討会議 

福島県住生活基本計画 見直しの経緯 

【改定】福島県住生活基本計画（Ｈ２８～Ｈ３７） 

地域住宅懇談会 

地域住宅協議会 

 

県民意見公募 

 

意見 

意見 

意見 

意見 

Ⅰ-３ 計画見直しの経緯 

 

住宅政策検討会議（平成２７年度） 

社会経済情勢の変化 

社会的制度の変化 
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 （１）計画の位置付け 

本計画は、法第１７条第１項に基づく都道府県計画であり、「福島県総合計画」、「福島

県復興計画」及び県総合計画の土木分野に関する部門別計画である「ふくしまの未来を

拓く県土づくりプラン」を具現化する個別計画となります。 

特に、「福島県復興計画」の生活再建プロジェクトにおいては、居住環境のほか、生活

再建に不可欠な医療・福祉、雇用、教育等のソフト対策も掲げられており、これら関連

分野との連携を密に生活再建の一翼を担うとともに、住生活と関連する福祉やまちづく

りなどの行政分野と連携を図りながら、計画を実践してまいります。 

また、「ふくしま創生総合戦略」に基づき、“しごと”を創り、“ひと”の好循環を生み

出し、人口減少に歯止めをかける地域創生施策として、定住・二地域居住や子育て世帯

等の住まいづくりを支援します。 

 

 

 

福島県住生活基本計画の位置付け 

Ⅰ-４ 計画の位置付けと計画期間 
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（２）計画の期間 

本計画の計画期間は、平成２８年度から平成３７年度の１０年間とします。 

   なお、住生活基本計画（全国計画）の見直しや今後の社会経済情勢の変化、原子力災

害による避難指示区域の見直しや被災者の動向等を踏まえ、必要に応じて見直しを行っ

ていきます。 

 

 

 

   本計画の用語の定義は、以下のとおりです。なお、主語が明記されていない文章の主語

は、県及び市町村とします。 

○「推進」、「推進します」、「進めます」、「目指します」とは、目標とする状態へ向かい施

策や事業を自ら実施する行為を示します。 

○「促進」、「促進します」とは、個人や民間事業者が行う事業等を促し、はかどらせる行

為を示します。 

○「支援」、「支援します」とは、補助金交付、人材派遣、情報提供等により施策や事業を

助ける行為を示します。 

○「図ります」、「努めます」とは、推進、促進、支援といった行為を行うために努力する

行為を示します。 

○「検討」、「検討します」とは、事業や施策について、実行または実行の可能性等につい

て調査、確認、調整する行為を示します。 

○「り災者」とは、地震・津波により住宅が“り災”した方とします。 

○「避難者」とは、原子力災害により“避難”している方とします。 

○「被災者」とは、「り災者」と「避難者」の“総称”とします。 

○「応急仮設住宅」とは、被災後、新たに建設した仮設住宅とします。 

○「みなし仮設住宅」とは、借上げ住宅、公営住宅、公務員宿舎、雇用促進住宅など応急 

仮設住宅以外の仮設住宅とします。 

○「災害公営住宅」とは、市町村が整備するり災者のための公営住宅とします。 

○「復興公営住宅」とは、県等が整備する避難者のための公営住宅とします。 

○「公的賃貸住宅」とは、地方公共団体が整備する賃貸住宅とします。 

○「帰還者向け公的賃貸住宅」とは、避難指示区域以外の区域（避難指示解除区域含む）

で市町村が整備する帰還者や子ども・被災者支援法対象者で仮設住宅等へ居住してい

る避難者向けの公的賃貸住宅等とします。 

○「復興住宅」とは、東日本大震災や原子力災害からの復興・再生やふるさとの帰還に向

け必要となる恒久的住宅とします。 

○「住宅確保要配慮者」とは、低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯その

他住宅の確保に特に配慮を要する者とします。 

○「セーフティネット」とは、住宅市場の中で独力では住宅を確保することが困難な方々

が、それぞれの所得、家族構成、身体の状況等に適した住宅を確保できるような様々

な仕組みとします。 

Ⅰ-５ 用語の定義 
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（１）県内の住宅被害  

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震は、我が国観測史上最大規模の地震で

あり、大きな揺れとその後に続いた大津波により、沿岸部を中心に県内で死者3,893名、行

方不明者３名（平成28年7月25日現在）に上る極めて甚大な被害をもたらしました。 

県内の住宅に関する被害状況は、全壊15,178戸、半壊79,330戸となり、住宅総数約

808,000戸のうち、11.7％が全半壊を被りました。一部損壊141,266戸を含めると住宅の

約３割が被害を受ける甚大な災害となりました。 

 

東日本大震災による各市町村の揺れの強さの分布 

震度６強 

震度５弱 

震度６弱 

震度４以下 

津波予想区 福島県 岩手県 宮城県 茨城県
発表時刻
日 時刻 凡例

11日 14:49 ３ｍ ３ｍ ６ｍ ２ｍ 津浪警報（大津波）

15:14 ６ｍ ６ｍ １０ｍ以上 ４ｍ 津浪警報（津波）

15:30 １０ｍ以上 １０ｍ以上 ↓ １０ｍ以上 津波注意報

16:08 ↓ ↓ ↓ ↓ 解除

18:47 ↓ ↓ ↓ ↓

21:35 ↓ ↓ ↓ ↓ 表中は、発表された情報

22:53 ↓ ↓ ↓ ↓ に示された津波の高さ。

12日 3:20 ↓ ↓ ↓ ↓ 矢印↓は前回発表と

13:50 同じであることを示す。

20:20

13日 7:30

17:58 解除 解除 解除 解除

 津波警報等の発表推移（資料：気象庁） 

住宅総数 

約808,000戸 

全壊 

15,178戸 

1.9% 
半壊 

79,330戸 

9.8% 

一部損壊 

141,266戸 

17.5% 

東日本大震災による住宅の被害状況 
資料：福島県（平成28年7月25日現在） 

   住宅総数は、平成20年住宅・土地統計調査 

   ※住宅被害は継続調査中 

猪苗代湖

資料：気象庁（平成２３年６月２３日修正） 

Ⅱ-１ 東日本大震災による住宅の被害状況 

 

 Ⅱ 住生活を取り巻く現状 

震度５強 
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（２）原子力災害に伴う避難指示区域の設定状況 

平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、福島第一原発では原子炉の損傷や放

射性物質の放出・拡散のおそれが高まったことから、国が、福島第一原発から半径20km、福

島第二原発から半径10kmの圏内の住民に対して避難を指示しました。 

平成23年4月22日に国は、福島第一原発から20km圏外の地域で年間の積算線量が20

ミリシーベルトに達するおそれのある区域を「計画的避難区域」に設定し、20～30km圏内を

それまでの「屋内退避区域」から「緊急時避難準備区域」に改めるとともに、20km圏内の避

難指示区域を生命又は身体に対する危険を防止するため一律に立入りを禁止する「警戒区域」

として新たに指定しました。 

なお、緊急時避難準備区域については、平成23年9月30日に一括解除されました。 

また、平成24年4月1日以降、警戒区域及び避難指示区域について放射線量等に応じた3

区域（避難指示解除準備区域・居住制限区域・帰還困難区域）への見直しが行われ、平成25

年８月８日の川俣町の区域見直しにより警戒区域や計画的避難区域に指定された１１市町村全

ての区域再編が完了しました。 

その後、平成26年４月１日に田村市、平成２７年に楢葉町、平成２８年に葛尾村、川内村、

南相馬市の避難指示解除準備区域の解除や平成２８年に葛尾村、南相馬市の居住制限区域の解

除が行われました。  

資料：経済産業省      

（平成２８年７月１２日現在） 
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（３）原子力災害等による県民の避難状況 

東日本大震災から５年以上が経過しましたが、原子力災害等の影響により約９万人にのぼる

県民が避難生活を余儀なくされています。 

このうち、県内避難者の数は、平成2８年7月25日現在で47,924人、県外避難者の数は

41,375人となっており、避難の長期化に伴い、避難者は厳しい生活環境の下で様々な課題を

抱えています。 

特に、避難指示等により役場機能を移転させている４つの町では、避難者への情報提供や行

政サービスの提供が困難な状況が続いており、避難指示区域の再編、賠償、除染の問題と相ま

って、地域コミュニティ再生の課題が複雑化しています。 

このような状況を踏まえ、複数の市町村では、長期間の避難生活を余儀なくされている住民

が他の自治体で安心して避難生活ができるような取組が進められています。 

 

 
 

 

 

 
原子力災害等による県民の避難状況 

 データ： 平成23年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報  

（第1652報）【H28.7.25】 

避難者数 

県
内 

県
外 

計 

4万7,924人 

4万1,375人 

8万9,299人 

推計人口 

震
災
前 

震
災
後 

一
年 

202万4,401人 

(H23.3.1時点) 

197万8,924人 

(H24.3.1時点) 

震
災
後 

二
年 

195万6,711人 

(H25.3.1時点) 

震
災
後 

五
年 

190万8,877人 

(H28.3.1時点) 
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（４）県内における応急仮設住宅等の供給状況 

県内では、平成2５年８月までに、り災者向けの応急仮設住宅が3,645戸、避難者向けの応

急仮設住宅が13,155戸建設されるとともに、借上げ住宅、公営住宅、公務員宿舎、雇用促進

住宅などの「みなし仮設住宅」が合わせて25,295戸供給されました。 

このうち、平成25年8月時点で、り災者向け応急仮設住宅に3,007戸、避難者向けの応急仮

設住宅に11,366戸、みなし仮設住宅に合わせて25,295戸に被災者の方が入居しておりまし

たが、平成28年６月末では、り災者向け応急仮設住宅に830戸、避難者向けの応急仮設住宅に

7,792戸、みなし仮設住宅に13,344戸へと入居者数が減少しております。 

このことから、復興公営住宅等の整備や自立再建により、被災者の方の応急仮設住宅等から

復興住宅への移行が進んだことがうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  り災者向けの応急仮設住宅等の供給状況（り災地域別） 
資料：福島県（平成２８年６月３０日現在） 

 

（戸） 

（入居戸数） 

避難者向け応急仮設住宅等の供給状況（避難元市町村別） 
※避難解除区域からの避難者、自主避難者を含む 

資料：福島県（平成２８年６月３０日現在） 

（戸） 

（入居戸数） 

完成 入居戸数 入居人数 入居戸数 入居人数

0 0 0 174 464

63 18 32 4 10

0 0 0 8 29

63 18 32 186 503

0 0 0 622 1,383

159 44 101 162 389

360 162 421 187 515

62 11 20 39 74

581 217 542 1,010 2,361

120 15 37 82 198

24 1 2 10 33

85 42 99 52 102

229 58 138 144 333

206 90 236 15 38

850 67 166 89 210

893 295 628 24 53

1,949 452 1,030 128 301

189 85 209 750 1,834

189 85 209 750 1,834

0 0 0 161 537

3,011 830 1,951 2,379 5,869

県南

合計

その他

いわき

相双

いわき市

相馬市

南相馬市

西郷村

新地町

矢吹町

郡山市

田村市

鏡石町

桑折町

須賀川市

福島市

国見町

白河市

応急仮設住宅 みなし仮設住宅

県北

県中

市町村別内訳地域

完成戸数 入居戸数 入居人数 入居戸数 入居人数

2,133 1,632 3,069 2,296 5,429

230 183 344 196 483

665 501 889 1,165 2,520

1,420 692 1,203 1,098 2,211

1,618 705 1,135 1,674 3,351

2,733 1,574 2,850 2,247 4,408

1,439 1,095 2,241 890 2,064

754 412 919 396 1,044

440 342 595 152 291

551 378 720 322 692

764 278 456 529 944

12,747 7,792 14,421 10,965 23,437

南相馬市

応急仮設住宅 みなし仮設住宅
市町村別
内訳

川俣町

川内村

大熊町

富岡町

浪江町

合計

飯舘村

楢葉町

広野町

葛尾村

双葉町
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（１）東日本大震災・原子力災害への対応 

本県では、東日本大震災や原子力災害及び風評被害などの一連の災害からの復興に向けた取

組を総合的に示すため、平成 23 年 12 月に今後 10 年間における復興の道筋を示す「福島

県復興計画（第１次）」を策定しました。 

その後、平成24年12月に第２次計画、平成27年12月に第３次計画として見直しま

した。 

 

福島県復興計画（第３次）では、 

● 原子力に依存しない、安全・安心で持続的に発展可能な社会づくり 

● ふくしまを愛し、心を寄せるすべての人々の力を結集した復興 

● 誇りあるふるさと再生の実現 

を基本理念とし、本県の復興のため、特に重要な主要事業を政策目的別に１０の重点プロジェ

クトとして位置付け、目指す姿とプロジェクトの内容を示しています。 

 

「福島県住生活基本計画」は、その復興計画重点プロジェクトである「２ 生活再建支援プロ

ジェクト」のうち、主に「住まいの確保とコミュニティの形成」の住まいに関する分野につい

て、県内の住生活における具体的な取組をまとめたものでもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ-２ 住生活を取り巻く社会情勢の変化 
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（２）震災を加味した人口推計と年齢構成の推移と将来予測 

本県の人口は平成7年以降減少傾向にあり、平成52年（2040年）に147万人になる

と見込まれています。年少人口は、平成27年から平成52年までに、約24万人から約15

万人まで減少する一方、老年人口は約55万人から約58万人まで増加し、比率は28.5%か

ら39.5％まで上昇します。 

 
資料：総務省 国勢調査（Ｈ２２まで） 

福島県現住人口調査 年齢別人口（Ｈ２７．９．１現在の推計値） 

福島県人口ビジョン（Ｈ３２以降）※２０１０年の国勢調査の数値を基に２０１５以降避難者の動態予測を含めて推計 

 

本県では、平成27年11月に「人口ビジョン」を策定し、人口の将来見通しを推計して

います。人口減少は就業者の減少や消費市場の縮小を引き起こし、地域の経済規模を縮小させ

るとともに、地域コミュニティ等の持続可能性を脅かすことから、「持続可能なふくしま」の

実現を目指し、人口目標（2040年162万人）を設定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福島県人口ビジョン 

① 現状推移 ２０１０年の国勢調査の数値を基に２０１５以降避難者の動態予測を含めて推計 

② 県将来見通し上記の現状推移の推計を基に、2020年以降に人口移動がゼロとなると仮定するとともに、合計特殊

出生率（TFR）を2040年に「福島県民の希望出生率2.16人」が実現されると仮定し、2040年までは2.16

に至るまで均等（2030年は1.94）に上昇し、2040年以降は2.16人が維持されるとして推計 

 

（万人） 
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また、平成27年12月に「ふくしま創生総合戦略」を策定し、“しごと”を創り、“ひと”

の好循環を生み出し、人口減少に歯止めをかけることを目的として、地域創生のための7つ

の挑戦を行っていきます。 

＜しごとづくり＞ 

 ①ふくしまの雇用・起業創出プロジェクト 

 ②「しごと」を支える若者の定着・還流プロジェクト 

 ③農林水産業しごとづくりプロジェクト 

＜ひとの流れをつくる＞ 

 ④定住・二地域居住推進プロジェクト 

 ⑤観光コンテンツ創出プロジェクト 

＜結婚・出産・子育て支援＞ 

 ⑥切れ目のない結婚・出産・子育て支援プロジェクト 

＜まちづくり＞ 

 ⑦「リノベーションのまちづくり」プロジェクト 
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（３）世帯構成 

●本県の世帯構成は、平成22年で単独世帯が26.2％ですが、引き続き単独世帯が増加傾向

となっており、平成47年には32.0％になると予測されています。単独世帯の増加は、高

齢化及び晩婚化に伴い単身での生活期間が長くなることに起因すると想定されます。  

●全国の世帯構成と本県を比較すると、単独世帯の割合がやや低く、その他の一般世帯（主に

多世代の世帯）の割合が多い傾向にあります。  

 

資料：総務省 国勢調査、 

        国立社会保障・人口問題研究所 日本の都道府県別将来推計人口（平成26年4月推計） 

 

 

 

資料：総務省 国勢調査、 

        国立社会保障・人口問題研究所 日本の都道府県別将来推計人口（平成26年4月推計） 
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（４）世帯数と住宅数の推移 

●本県の平成25年の世帯数は約69万世帯、住宅数は約78万戸となっています。 

昭和43年に住宅数が世帯数を上回って以降その差は広がっており、空き家率の上昇が続い

てきましたが、東日本大震災に伴う住宅不足から、平成25年の空き家率は低下しています。

しかし今後、復興が進み住宅の再建が加速されることや近隣県と比較しても本県の世帯数減

少のスピードは速いことから、空き家の増加が懸念されます。 

 
資料：総務省 住宅・土地統計調査（平成25年） 

 

 

資料：総務省 国勢調査（S60～H22）、H27はH27.1.1現在の住民基本台帳、 

国立社会保障・人口問題研究所 日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）（H26.4）
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（５）民間賃貸住宅の空き状況 

●平成20年住宅土地統計調査によると、本県の民間賃貸住宅の空き家は約 6万戸ありまし

たが、平成25年には約3万５千戸にまで減少しています。これは、被災者のために借上

げ住宅として約２万３千戸が活用されたことによると推測されます。 

●また、借上げ住宅への活用以上に空き家が減少している県中地域では、被災した民間賃貸住

宅の空き家が除却されたことや売買されたことが大きな要因と考えられます。相双地域やい

わき地域では空き家率が低い傾向にあり、復旧・復興の本格化による作業員宿舎等の需要と

相まって、民間賃貸住宅の不足が深刻化していることから、賃貸用住宅でなかった空き家を

修繕する等して活用していることも推測されます。 

 

民間賃貸住宅の空き家の状況 

 

 

 

      資料：総務省 住宅・土地統計調査（平成20年、25年）             

       福島県 応急仮設住宅（民間賃貸住宅分）入居状況 

  

居住世帯なし
空き家(賃貸
用住宅)①

居住世帯あり
借家②

借家計
③＝①+②

借家空き家率
④＝①/③

居住世帯なし
空き家(賃貸
用住宅)①'

居住世帯あり
借家②'

借家計
③'＝①'+②'

借家空き家率
④'＝①'/③'

借上げ住宅
（H25.9.26）

⑤'

県北 13,994 52,900 66,894 20.9% 9,380 56,140 65,520 14.3% 4,737

県中 18,319 64,562 82,881 22.1% 9,440 68,650 78,090 12.1% 5,119

県南 3,676 11,906 15,582 23.6% 3,140 9,820 12,960 24.2% 663

会津 7,539 22,277 29,816 25.3% 6,680 22,780 29,460 22.7% 1,235

南会津 213 1,376 1,589 13.4% 340 990 1,330 25.6% 38

相双 3,998 15,865 19,863 20.1% 1,410 13,080 14,490 9.7% 3,190

いわき 12,372 39,669 52,041 23.8% 4,460 43,170 47,630 9.4% 8,368

福島県 60,111 208,555 268,666 22.4% 34,850 214,630 249,480 14.0% 23,350

平成20年

圏域内

平成25年

20.9% 22.1% 
23.6% 

25.3% 

13.4% 

20.1% 

23.8% 
22.4% 

14.3% 

12.1% 

24.2% 
22.7% 

25.6% 

9.7% 9.4% 

14.0% 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

県北 県中 県南 会津 南会津 相双 いわき 福島県 

借家空き家率 

H20

H25

単位（戸） 
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（６）所有関係別構成比 

●本県の平成25年の所有関係別構成比は、持家が66.5％、借家計が32.4％となっており、

持家率が全国（61.7%）と比較して高くなっています。また、平成10～20年に比べて、

持家の比率が減少し民営借家の比率が増加しています。公営住宅の比率については、平成

25年は増加しておりますが、応急仮設住宅等の影響と考えられます。 

●公営住宅の比率は近隣県より高く、全国と同程度であるものの、今後の高齢者単独世帯や障

がい者世帯の増加や所得の低迷などから、住宅セーフティネット機能の低下が懸念されます。 

 

資料：総務省 住宅・土地統計調査（平成25年） 

 

 

資料：総務省 住宅・土地統計調査（平成25年）

68.7% 

68.6% 

68.8% 

66.5% 

5.9% 

6.5% 

5.2% 

5.4% 

21.4% 

21.1% 

22.0% 

24.9% 

3.3% 

2.6% 

2.4% 

2.1% 

0.7% 

1.2% 

1.6% 

1.1% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H10

H15

H20

H25

所有関係別構成比の推移（福島県） 

持家 公営住宅 民営借家 給与住宅 住宅以外及び不詳 

66.5% 

58.0% 

76.7% 

71.3% 

70.6% 

70.6% 

75.5% 

61.7% 

5.4% 

4.3% 

2.0% 

2.8% 

1.8% 

3.7% 

1.9% 

5.4% 

24.9% 

33.6% 

18.6% 

21.8% 

23.8% 

22.1% 

19.4% 

28.0% 

2.1% 

2.5% 

1.9% 

2.1% 

1.9% 

1.3% 

2.1% 

2.2% 

1.1% 

1.7% 

0.8% 

1.9% 

2.0% 

2.3% 

1.1% 

2.7% 
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（７）新設住宅着工戸数等の推移 

●本県の新設住宅着工戸数は、平成8年以降減少を続け、平成23年には東日本大震災の影

響もあり、7,826戸と１万戸を大きく下回りましたが、震災後は復興需要等により急増し

ています。 

●本県の解体戸数も平成22年まで減少傾向にありましたが、東日本大震災により被災した住

宅の解体により、平成24年に3,876戸となるなど平成23年から平成25年にかけて一

時的に急増しています。しかし平成26年には、震災前の水準に戻っています。 

●近隣県も本県と同様、震災以降、着工戸数が増加しています。  

 

資料：国土交通省 建築着工統計 

  

 

資料：国土交通省 建築着工統計 

  



19 

 

（８）居住環境に関する意識（住まいにおいて重要と思う点） 

●本県の住まいにおいて最も重要と思う点は、｢日常の買物、医療・福祉・文化施設などの利

便（9.2%）｣、｢災害時の避難のしやすさ（8.4％）｣、｢治安、犯罪発生の防止（7.8％）｣、

が上位 3 項目となっており、全国同様、日常生活の利便性や安全・安心に関する項目とな

っています。全国と比較すると、「福祉・介護等の生活支援サービスの状況」、「まわりの道

路の歩行時の安全」などの順位が高く、重要度が高いことがうかがえます。 

 

 
資料：国土交通省 住生活総合調査（平成20年、平成25年） 

※H20又はH25のいずれかの記載しかない項目は、当該年度において調査の無かった項目 

 

 

資料：国土交通省 住生活総合調査（平成20年、平成25年） 

※H20又はH25のいずれかの記載しかない項目は、当該年度において調査の無かった項目

※ ※ ※ ※ ※ ※ 

※ ※ ※ ※ ※ ※ 
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（９）住意識（住宅や居住環境に対する満足度） 

●住宅に対する評価は、「満足」と「まあ満足」を合わせた割合が持家は 75.8％と高くなっ

ていますが、借家では54.9％と低く、全国も同様の傾向となっています。 

●居住環境に関する不満な要素としては、「敷地やまわりのバリアフリー化の状況」や「まわ

りの道路の歩行時の安全」などが上位を占めており、安全性に対する環境整備が不十分な状

況がうかがえます。このほか、「子育て支援サービスの状況」や「福祉・介護等の生活支援

サービスの状況」に対する不満率が高く、子育てしやすい居住環境や高齢者等が自立して暮

らすことのできる居住環境形成のためのハード整備と合わせたソフト対策が必要と考えら

れます。  

 

資料：国土交通省 住生活総合調査（平成25年） 

 

資料：国土交通省 住生活総合調査（平成25年） 

  

19.8% 

11.2% 

17.4% 

56.0% 

43.7% 

52.7% 

20.2% 

37.9% 
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満足 まあ満足 多少不満 非常に不満 不詳 

20.9% 

14.7% 

23.4% 

53.3% 

49.4% 

54.9% 

21.5% 

28.9% 

18.4% 

3.4% 

5.8% 

2.5% 
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資料：国土交通省 住生活総合調査（平成25年） 

※H20又はH25のいずれかの記載しかない項目は、当該年度において調査の無かった項目 

 

資料：国土交通省 住生活総合調査（平成25年） 

※H20又はH25のいずれかの記載しかない項目は、当該年度において調査の無かった項目 

※ ※ ※ ※ ※ ※ 

※ ※ ※ ※ ※ 
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（10）居住水準（住宅の最低居住面積水準） 

●世帯人数に応じて、健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住宅の面積に関す

る水準である最低居住面積水準については、平成20年に水準未満世帯の割合が約3.5％で

したが、平成25年には5.2％と増加しています。 

●最低居住面積水準未満の世帯数は、平成20年に24,600世帯でしたが、平成25年には

36,000世帯に増加しています。このうち、応急仮設住宅に約2,000世帯、みなし仮設住

宅に約3,200世帯が居住していると推計され、水準未満世帯の増加に震災の影響があるこ

とがうかがえます。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省 住宅・土地統計調査（平成25年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省 住宅・土地統計調査（平成25年） 

   福島県独自集計 
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（11）子育て世帯の居住水準（住宅の最低居住面積水準） 

●子育て世帯の最低居住面積水準については、平成20年に水準未満世帯の割合が6.8％でし

たが、平成25年には9.4%に増加しています。 

●平成25年の主世帯の水準未満世帯の割合5.2%と比べて、子育て世帯における水準未満世

帯の割合が高くなっています。 

●本県の子育て世帯の水準未満世帯の割合は、全国や近隣県より大きな値となっており、震災

の影響が大きいということがうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省 住宅・土地統計調査（平成25年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省 住宅・土地統計調査（平成25年） 
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主世帯総数 子育て世帯（夫婦と18歳未満の者）
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Ⅲ 課題の確認 

１ 住宅の復興・再生 

［住まいの不足］ 

本県では、東日本大震災や原子力災害により多くの住まいが失われました。また、民間賃貸住

宅の空き家の多くがみなし仮設住宅として借り上げられたことにより、民間市場において住宅

が不足する問題が生じています。 

さらに、放射性物質による汚染を引き起こした原子力災害は、地域コミュニティの分断や、県

民から安心して生活できる居住環境を奪いました。 

［住宅の復興・再生］ 

東日本大震災や原子力災害からの復興・再生は、住宅政策上の最重要課題であり、全ての県

民が安心して生活できる環境を取り戻すことが必要です。 

具体的には、被災者の生活再建の基盤となる住宅施策として、応急仮設住宅等の適切な維持

管理に加え、復興公営住宅等の整備や被災者の自立再建支援による復興住宅への円滑な移行、

さらには避難者のふるさとへの帰還に向けた住宅供給が求められています。 

また、復興住宅の整備等を早急に進めることは、借上げ住宅として活用していることによる

民間賃貸住宅の不足を解消することにもつながります。 

 

２ 安全で安心できる住宅の確保 

［住まいへの不安］ 

東日本大震災では耐震性の低い住宅が全半壊し、一部損壊を含め、県内の住宅の3分の1が被

害を受けました。 

従前からあったアスベストやシックハウス等の有害物質の問題に加え、欠陥住宅や契約上のト

ラブル、リフォーム詐欺や自力では適切な住宅の確保が困難な高齢者単独世帯の増加など、県

民が住宅を取得・利用する際の不安が生じています。 

さらに最近では、免震材料の不正やマンションの杭の偽装が発覚し、安全・安心に対する県民

の信頼が失われました。 

［安全で安心できる住宅の確保］ 

住まいにおいて、県民が重要視していることの一つが安全・安心です。 

地震などの災害に対する安全性が確保された住宅・居住環境の整備は、耐震改修促進法が改

正されるなど、全国的にも優先的対応が必要とされる課題です。 

また、有害物質を考慮し、健康な生活を営むために必要な室内環境を確保することや、安全

で快適な永く使える住まいづくりとリフォームも引き続き重要です。 

安全・安心な住宅取得、利用に対しては、契約トラブル等の被害を未然に防止するなど、円

滑に良質な住宅が入手できる環境整備が求められています。 

特に、住宅市場において、住宅確保要配慮者については、適切な住宅を確保することが困難

なものとなっており、良質な公的賃貸住宅の供給や民間賃貸住宅の活用等によるセーフティネ

ットの構築が課題となっています。 

 Ⅲ 住宅政策の課題 
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３ 活力と魅力ある地域社会の実現 

［地域の活力の低下］ 

森林資源が本格的な利用期を迎える中、県産木材等の地域資源の多くは充分な活用がされてい

ない状況にあり、大工・左官などの伝統技術については、高齢化が進み、後継者不足が課題と

なってきています。 

また、長い年月をかけて守り、育ててきた地域固有の美しい街並み景観や住文化などの維持が

難しいケースもあり、東日本大震災や原子力災害を契機に人口減少と高齢化が加速する中で生

活環境に影響を及ぼす空き家が発生するなど、地域の活力低下が懸念されます。 

［活力と魅力ある地域社会の実現］ 

循環型社会の実現に向け、県産木材等の地域資源の活用や優れた大工・左官などの伝統技術

の伝承と人材育成、地域住宅産業の活性化が必要となっており、今後は、復興住宅建設の受け

皿として構築した地場産業を住まいづくりに活用する仕組みや、地域のまちづくりや地域経済

の発展へ活用していくことも鍵となります。 

また、地域の歴史や文化などの地域特性を生かした街並みの形成や、伝統的な建築物の保存・

活用も求められています。 

さらに、空家対策等特別措置法が制定されるなど全国的に求められている既存ストックや空

き家の有効活用に加え、住替えや二地域居住などの地域定住に資するソフト的な取組が必要で

す。 

 

４ 人と地域を思いやる住まいづくり 

［社会情勢の変化］ 

エネルギー消費量削減について、国は、全エネルギー消費量の３０％強を占め、増加傾向を示

す住宅・建築物部門の対策として、新築住宅や建築物について、省エネ基準への適合を2020

年までに義務化する方針を示しました。 

少子化については、一層進む中、子育て世帯の本県における放射性物質に対する健康被害への

不安等による県外への流出や、狭小な住宅での生活を余儀なくされている世帯の増加が見られ

ます。 

また、高齢化については、2025年にピークを迎えると予想されており、高齢者の増加に伴

う居住の安定確保が喫緊の課題となっています。 

［人と地域を思いやる住まいづくり］ 

原子力に依存しない社会や、地球環境への負荷を軽減する低炭素型社会への転換が重要とな

っており、住宅の省エネルギー化、省CO2化や長期間使用できる良質な住まいづくり等の推進

が求められています。 

また、子育て世帯については良好な居住環境への取組が必要で、高齢者については地域にお

いて安全・安心で快適な住生活を営むことができるよう、住宅のユニバーサルデザイン化や見

守り支援など、ハード・ソフト両面の取組が重要となります。 

さらに、本県の豊かな自然、文化等を守り育むため、景観や地域特性に配慮した住まいづく

りが求められています。 
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５ 新たな課題への対応 

［新たな課題］ 

［復興・再生の進捗に伴う課題］ 

本県は、東日本大震災及び原子力災害により、甚大かつ複合的な被害を受け、多くの住民が

ふるさとを離れ、県内外での避難生活を余儀なくされ、急激な人口減少や若年層の流出が生じ

ました。その後、避難指示の解除が進む中で、居住人口の回復は緩やかな状況です。 

さらに今後は、応急仮設住宅等の供与期間の終了の方針が国から示されたことにより、持家

の修繕や新たな住居を確保することへのニーズの増加が見込まれるとともに、借上げ住宅の終

了に伴い、民間賃貸住宅における空き家の増加等が懸念されます。 

そのため、複雑化する被災者の住まいに関する問題等、今後生じる予測し難い様々な課題に

対して柔軟かつ迅速に対応することが重要であり、避難者の意向をきめ細かに把握しながら速

やかに対策を講じていきます。 

 

［統計データの共有による市町村計画策定の促進］ 

住宅政策を進めるにあたっては、その推進主体となる市町村が、各々の地域特性を生かした

基本計画を策定し、地域の状況に即した施策を展開していくことが重要ですが、計画策定に必

要な基礎的なデータを収集することが困難な状況にあります。今後、県全体のデータに加えて、

各地域の社会経済情勢や居住に関する状況を把握できるデータを収集できるよう工夫し、県と

市町村が情報を共有することにより、市町村毎の地域に即した計画づくりを促進していきます。 

 

［調査・研究結果の活用］ 

本計画に基づき住生活の安定・向上に関する施策を進めていくためには、大学等の研究機関

や民間の調査機関が行う様々な調査・研究成果を集積し、施策の展開に活用することが有効で

すが、現状ではそれらの成果が十分に活用できていません。今後は、これまで実施されてきた

調査・研究成果が体系的に集積され、産学官が一体となって有効に活用できるよう検討を進め

ていきます。 
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（参考）社会情勢の変化等（統計データ）から分かる住宅政策の課題と施策の方向 

 

※上表の「住宅施策の方向」別の「主な取組」は３８頁を参照 

 

 

 

 

住宅政策の
課題

（１）地震などの災害に強い居住環境の形成

安全で安心
できる

住宅の確保
社会情勢の
変化

（２）安心して住宅を取得・利用できる環境づくり

（３）住まいのセーフティネットの充実

（８）歴史、文化など地域特性を生かした街並みの形成

（９）環境やエネルギーに配慮した住まいづくり

（１１）高齢者が自立して暮らすことができる居住
　　　　環境の形成

住宅・歩道の
バリアフリー化

区分 現状等 住宅施策の方向

人口減少、少子化
が進行

高齢者、単身世帯
が増加

居住水準の悪化
（特に子育て世帯）

持家率が高い

復興需要で
新設住宅着工が増加

住意識の
変化

評価の低い
（不満な）
事項

社会的制度
の変化

改正耐震改修促進法の
施行

空家等対策の推進に関
する特別措置法の施行

人と地域を
思いやる
住まいづくり

住宅の安全性・防犯

買物・医療福祉等
の利便性

良好な街並み・景観

（１３）住情報の共有や関係団体等との連携

活力と魅力
ある

地域社会の
実現

（１２）景観に配慮した住まいづくり

（６）空き家の有効活用や除却による居住環境の改善
　　　と活性化

（４）良質な住宅ストックの形成

（５）地域資源を活かしたふくしま型の住まいづくり

（１０）子育てしやすい居住環境の形成

（７）中心市街地や過疎・中山間地域の住みやすい
　　　居住環境の形成

現状等の解決に向けた住宅施策の
方向は様々であり、ソフト・ハードの
両面から施策を総合的に進める必要
があります。 共通事項
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住宅は、県民の日常生活の基盤であるとともに、人々の社会生活や地域のコミュニティ形成

の場であり、街並みを構成する重要な要素でもあり、「社会的資産」としての性格を持つもの

です。 

公共建築物や道路、橋梁などの社会的資産が、日々の暮らしの中で生まれ、地域社会におい

て育まれ、愛され、文化となって継承されていくように、住宅も人々に永く使われ、「家族や

世代を超えて継承」されることが求められます。 

 

また、住生活を取り巻く社会経済情勢が大きく変化し、価値観やライフスタイルの多様化・

高度化が進む昨今、県民一人一人が真に豊かさを実感でき、福島において、世界に誇れる魅力

ある住生活を実現するためには、時代潮流の変化や社会的要請、居住ニーズの多様化に的確に

対応するとともに、地域特性を生かしながら多世代にわたって継承される、愛着と誇りの持て

る住宅づくりなど、中長期的な視点からの「基幹的取組」が不可欠です。 

特に本県における人口は1998年以降減少の傾向にあり、継続する見込みであることから、

今後の人口減少社会を見据えた「地域創生のための施策」が必要です。 

 

一方、本県では東日本大震災や原子力災害により、約９万人の方がいまだに避難生活をされ、

若年層の県内外への流出とそれによる少子高齢化の加速、地域産業・雇用への影響、さらには

風評被害などの弊害が続いております。 

被災者の生活再建とふるさと帰還を実現するため、生活基盤である住宅の確保やコミュニテ

ィの再生など、「復興・再生に向けた施策」の展開が最重要課題となっています。 

 

これらを踏まえ、東日本大震災や原子力災害からの復興・再生、地域に根差した県民の豊か

な住生活の実現に向け、県民、民間事業者、市町村、県等の連携、協力の下、県全体で共有す

る住宅政策の基本目標を以下のとおり設定します。 

 

 

  

Ⅳ-１ 基本目標 

 Ⅳ 住宅政策の基本目標と基本方針 
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本県では、東日本大震災による被害状況や原子力災害による避難指示区域見直しの動向等に

より、地域・時間毎に必要となる住宅施策やその優先度が異なってきます。 

これを念頭に、基本目標「夢・希望・笑顔に満ちた、誇れるふくしまの住まいとコミュニテ

ィ」の実現に向け、住宅施策を進めていくための「基本方針」を以下のとおり設定し、状況の

変化に応じ適時適切に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間毎の取組イメージ 

Ⅳ-２ 基本方針 

復興・再生 

基幹的 

取組 

 
地域創生

【復興・再生】 生活再建の基盤となる住宅の確保 

【安全・安心】 安全で安心できる快適な住まいと地域の形成 

【 活 力 】 活力と魅力ある持続可能な地域社会の実現 

【 思いやり 】 人と地域に思いやりを育む「ふくしま」の継承 
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１ 住宅の復興・再生に向けた方針 

被災者に対する復興住宅の速やかな確保と地域の再生に向けて早期に推進すべき方針 

■生活再建の基盤となる住宅の確保（復興・再生） 

○復興住宅への円滑な移行とふるさと帰還に向けた住宅供給の促進 

被災者の居住の安定を確保するため、復興公営住宅等の整備推進や自立再建を支援

し、応急仮設住宅等から復興住宅への円滑な移行を進めるとともに、避難指示解除区

域におけるふるさと帰還に向けた住宅供給を促進します。 

○居住環境による地域コミュニティの再生と帰還に向けた住情報の提供 

被災により分断された地域社会を再生させるため、居住環境の面から地域コミュニ 

ティの再生・持続を図り、除染による居住環境の回復、県内外避難者の帰還を促す住

情報の提供を行います。 

○応急仮設住宅等の適切な維持管理 

被災者の当面の居住の安定を確保するため、応急仮設住宅等の適切な維持管理を行

うとともに、応急仮設住宅の復興住宅等への有効活用を図ります。 

 

 

２ 基幹的取組に関する方針 

復興・再生に向けた取組と合わせて推進すべき方針、従来の課題や更なる人口減少、少子

高齢社会など将来を見据えて基幹的に取り組むべき方針 

■安全で安心できる快適な住まいと地域の形成（安全・安心） 

東日本大震災などの想定を超える自然災害の経験、アスベスト、シックハウスなど

の有害物質対策への関心の高まり、欠陥住宅やリフォーム詐欺、住宅確保要配慮者の

増加などが課題となっています。 

このため、住宅・建築物の耐震化や有害物質に配慮した健康住宅の普及、リフォー

ム詐欺等の被害の未然防止対策など良質な住宅が円滑に流通する市場の環境整備、公

営住宅等の良質な賃貸住宅の供給、さらには、永く使える良質な住まいづくりやリフ

ォームを進めます。 

 

■活力と魅力ある持続可能な地域社会の実現（活力） 

東日本大震災や原子力災害による更なる人口や世帯数の減少、活力の担い手である

生産年齢人口や若年層の大幅な減少を始め、県内では中心市街地の空洞化、郊外ニュ

ータウンや農山漁村の衰退、中山間地域の更なる過疎化、消費の低迷に伴う地域経済

の衰退等が進むと考えられ、これまで以上に活力と魅力ある地域社会の構築が求めら

れます。 

このため、地域資源や地域で培われた技術等を大切にしながら、地域産業や経済の

活性化に向け、「住まいに関わる地域の方々の協働による地域資源を生かした良質な住

まいづくり＝ふくしま型の住まいづくり」を推進し、循環型社会の実現に努めます。 

また、県民、民間事業者、市町村、県等の様々な主体の参加により、地域の歴史、

文化などを生かした魅力ある街並みの形成を図ります。 
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中心市街地にあっては、空き家、空き地を活用した利便性の高い都市型住宅の整備

など、良好な居住環境づくりを促進します。 

さらに、過疎・中山間地域等にあっては、自然の恩恵を受けながら安心して暮らせ

る居住環境、県外からの帰還者や二地域居住・ＵＩＪターン希望者等にとって魅力あ

る居住環境の形成に取り組みます。 

 

■人と地域に思いやりを育む「ふくしま」の継承（思いやり） 

原子力に依存しない社会や低炭素型社会を目指し、住宅における省エネルギーや再

生可能エネルギーの活用を促進するとともに、長期間使用できる良質な住まいづくり

を進めます。 

また、東日本大震災や原子力災害により子育て世帯が県外へ流出し、少子高齢化が

一段と進む本県では、高齢者や子育て世帯等が住み慣れた地域で安心して暮らせる住

まいづくりがますます重要となっており、誰もが元気に安心して暮らせるユニバーサ

ルデザインによる住まいづくりを、県民、民間事業者、市町村、県等の様々な主体が

連携して推進します。 

さらに、本県の豊かな自然、文化等を守り育むため、景観や地域特性に配慮した住

まいづくりを進めます。 

 



32 

  
 

改定前の本計画の目標達成状況、最新の統計結果（平成２５年住宅・土地統計調査、平成２５

年住生活総合調査）及び地域住宅懇談会等の地域の意見を踏まえると、次のような課題が住生活

に深刻な影響を与えています。 

①約９万人の方がいまだに避難生活をされ、その多くが厳しい居住環境の下で生活している 

 ②住宅の耐震化率の伸びは緩やかであり、耐震改修の促進が必要である 

 ③新規一戸建て住宅の木造の割合が減少傾向にある 

 ④最低居住面積水準未満の世帯割合が増加している（特に子育て世帯） 

 ⑤高齢者の居住環境のバリアフリー化率が低い 

 本計画は、「夢・希望・笑顔に満ちた、誇れるふくしまの住まいとコミュニティ」の実現を目指

すものです。 

この基本目標の実現に向け、重点的に、これらの課題へ対応していく必要があります。 

こうしたことから、県は、次の５つの項目を『住まいの重点施策』として、達成度を測るため

に指標ごとの達成期間や目標値を掲げ、予算を優先的に配分するなど、実効性の確保を図って事

業を展開していくこととします。 

 ○ 重点項目１  被災者の恒久的な住まいの確保 

 ○ 重点項目２  地震などの災害に強い居住環境の形成 

 ○ 重点項目３  地域資源を生かしたふくしま型の住まいづくり 

 ○ 重点項目４  子育てしやすい居住環境の形成 

 ○ 重点項目５  高齢者が自立して暮らすことができる居住環境の形成 

 
  【凡例】  ：復興・再生施策、  ：基幹的施策、 

   ：復興・再生から基幹的施策へ展開する施策、    ：地域創生施策 

Ⅳ-３ 住まいの重点施策 

 

  
地域創生 
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 １ 住宅の復興・再生に向けた施策 

■生活再建の基盤となる住宅の確保 

 

         被災者の恒久的な住まいの確保 

復興公営住宅等の整備、持ち家再建や賃貸住宅確保の支援は、復興に向けての最優先事項

であり、また今後、区域の避難指示解除の増加や応急仮設住宅等の供与終了が予定されてい

ることから、被災者の恒久的な住まいの確保を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の達成度を測る指標】         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 復興住宅への円滑な移行 

 地域コミュニティの再生と住情報の提供 

 

 応急仮設住宅等の適切な維持管理 

 

応急仮設住宅（いわき市 好間） 復興公営住宅（いわき市 宮沢団地） 

 ふるさと帰還に向けた住宅供給の促進 

重点項目１ 

指標 現状 目標値 

県内の応急仮設住宅等での居住世帯数 22,699世帯 

（H27） 
早期解消 

災害公営住宅供給戸数 
2,600戸 

（H27） 

2,807戸 

（Ｈ28） 

復興公営住宅供給戸数 
1,167戸 

（H27） 

4,890戸 

（Ｈ29） 

帰還者向け公的賃貸住宅供給戸数 
20戸 

（H27） 

315戸 

（Ｈ29） 
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２ 基幹的取組に関する施策 

■安全で安心できる快適な住まいと地域の形成（安全・安心） 

 

地震などの災害に強い居住環境の形成         

平成25年11月に改正耐震改修促進法が施行されるなど住宅・建築物の耐震化が喫緊の

課題となっており、東日本大震災で大きな被害を受けたことを踏まえて、住宅・建築物の安

全性を早急に確保することが重要であることから、災害に強い居住環境の形成を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の達成度を測る指標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

木造住宅の耐震診断、耐震改修状況 

重点項目２ 

指標 
現状 

（H25） 

目標値 

（Ｈ37） 

新耐震基準（昭和５６年基準）が求める 

耐震性を有しない住宅ストックの比率 
１８．４％ 概ね解消 
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■活力と魅力ある持続可能な地域社会の実現（活力） 

 

地域資源を生かしたふくしま型の住まいづくり         

東日本大震災からの復旧・復興に向けて、「地域型復興住宅」により「住まいに関わる地域

の方々の協働による地域資源を生かした良質な住まいづくり」を継続して進め、自立再建を

引き続き促進するとともに、それらの地域主導による資源・経済の循環、地域の再生の環境

づくりを今後とも推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の達成度を測る指標】 

 

  

県産材をふんだんに活用したふくしま型の住まい 

（内観イメージ） 

地域型復興住宅（外観イメージ） 

 空き家をリフォームして生活体験施設に 
整備した事例（昭和村） 

歴史・文化を生かしたまちづくり 

歴史的建造物改修（旧堀切邸） 

重点項目３ 

指標 
現状 

（H25） 

目標値 

（Ｈ37） 

認定長期優良住宅における県内事業者の 

施工割合 
２２．０％ ３０％ 

新規着工のうち一戸建て住宅に占める 

在来木造住宅の割合 ７７．４％ ８０％ 
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■人と地域に思いやりを育む「ふくしま」の継承（思いやり） 

 

子育てしやすい居住環境の形成         

本県では、狭小な住宅での生活を余儀なくされている子育て世帯が増加していることや、

放射性物質に対する健康被害への不安等により、子育て世帯の県内外への流出があったこと

から、人口減少や少子化への対応など将来を見据え、子育てしやすい居住環境の整備を推進

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の達成度を測る指標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点項目４ 

戸建て住宅を子育て仕様とする場合の改修例 

（国土交通省社会資本整備審議会住宅宅地分科会資料） 

指標 
現状 

（H25） 

目標値 

（Ｈ37） 

子育て世帯における誘導居住面積水準達成率 

※子育て世帯：構成員に18歳未満の者が含まれる世帯 

※誘導居住面積水準：資料３ 
４０．１％ ６０％ 

共同住宅のうち、道路から各戸の玄関まで車椅子・ 

ベビーカーで通行可能な住宅ストックの比率 
５．９％ 観測実況指標 

 

地域創生 
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      高齢者が自立して暮らすことができる居住環境の形成 

2025年に団塊の世代の全てが75歳以上となるなど、今後さらに高齢化が加速し、介護

等を必要とする高齢者についても増加することが見込まれる中、高齢者等が住み慣れた地域

で生活を継続し、介護負担が軽減できるよう、福祉施策と連携して高齢者等が自立して暮ら

すことができる居住環境の形成を推進します。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【施策の達成度を測る指標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すべての人にやさしい施設整備を進めます。 

県営住宅（高齢者向け住戸の例 福島市蓬莱団地） 

 トイレや浴室入口に手すり設置 

既存県営住宅の改善事例（蓬莱団地） 

 

重点項目５ 

指標 
現状 

（H25） 

目標値 

（Ｈ37） 

高齢者（６５歳以上の者）の居住する住宅の 

一定のバリアフリー化率 
※一定のバリアフリー化：２箇所以上の手すり設置又は 
屋内の段差解消に該当 

４１．９％ ６０％ 

高齢者（６５歳以上の者）の居住する住宅の 

高度なバリアフリー化率 
※高度のバリアフリー化：２箇所以上の手すり設置、屋内 

の段差解消及び車いすで通行可能な廊下幅のいずれに 

も該当 

８．１％ 観測実況指標 
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Ⅴ-１ 住宅施策の体系 

 

 Ⅴ 住宅施策の展開 
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 住宅施策の推進においては、「基本目標」及び「基本方針」に基づき、状況の変化や施策の優

先度を十分に踏まえながら、具体的な取組を展開します。 

 

１ 住宅の復興・再生に向けた施策  

応急仮設住宅等の維持管理を行うとともに、応急仮設住宅等から復興住宅への円滑な移行を進

めるため、｢復興公営住宅等の整備｣と｢民間住宅の自立再建支援｣を施策の両輪として進めます。 

また、被災により分断された地域コミュニティの再生と持続、除染による居住環境の回復、県

外避難者への住情報の提供を行います。 

これら施策を迅速かつ総合的に実施することで、住宅の復興・再生と被災者のふるさと帰還を

促進します。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅴ-２ 住宅施策の方向と主な取組 

民間住宅の自立再建支援 

●被災者生活再建支援金 （地震津波災害） 

●災害復興住宅融資 

●二重ローン対策 （地震津波災害） 

●建築確認手数料減免  

●マッチングサポート事業 

●空き家・ふるさと復興支援事業 

●住宅相談会の実施  など 

復興公営住宅等の整備 

●災害公営住宅 

●復興公営住宅 

●帰還者向け公的賃貸住宅等 

  （子育て定住支援賃貸住宅含む） 

 

復興住宅 
（公営・民間） 

復興・再生の２つの柱（両輪） 
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【施策の達成度を測る指標】           

指標 現状 目標値 

１ 県内の応急仮設住宅等での居住世帯数 22,699世帯 

（H27） 
早期解消 

２ 災害公営住宅供給戸数 
2,600戸 

（H27） 

2,807戸 

（Ｈ28） 

３ 復興公営住宅供給戸数 
1,167戸 

（H27） 

4,890戸 

（Ｈ29） 

（参考） 帰還者向け公的賃貸住宅供給戸数 
20戸 

（H27） 

315戸 

（Ｈ29） 

整備された復興公営住宅（いわき市 関船団地） 

自立再建された地域型復興住宅 
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民間賃貸住宅
民間持家住宅
（新築・補修）

Ａ
地震・津波災害（注1）

(り災者)
計画戸数
（実績）

２，８０７戸
（２，６００戸）

１，３００戸 ４，５９０戸 －戸
８，７００戸

（３，６００戸）
（注２）

Ｂ
原子力災害（注３）

（居住制限者）

計画戸数
（実績）

４，８９０戸
（１，１６７戸）

２，１８０戸 １５，２３０戸 １３，７００戸
３６，０００戸

（３３，７００戸）
（注４）

Ｃ 避難解除区域等（注５）
（自主避難者含む）

計画戸数
（実績）

３１５戸
（２０戸）

２，３１０戸 １６，１７０戸 －戸
１８，８００戸
（３，２００戸）

（注６）

計画戸数
（実績）

８，０１２戸
（３，７８７戸）

（注７）

５，７９０戸
（１，６９１戸）

（注７）

３５，９９０戸
（１８，７２３戸）

（注７）
１３，７００戸

６３，５００戸
（４０，５００戸）

（注７）
合　　　　計

■表１：復興住宅（公共・民間）の計画戸数と実績

復興公営住宅
等

自立再建
その他

親戚等・未回答

仮設住宅等へ
居住している
被災世帯合計
（県内・県外）

資料：福島県（復興公営住宅等の計画戸数及び実績は、平成２８年３月末の戸数）
※１　民間賃貸住宅の自立再建実績は、平成２８年３月末の生活再建支援金の加算支援金（賃貸）の申請件数
※２　民間持家住宅の自立再建実績は、平成２８年３月末の生活再建支援金の加算支援金（新築・補修）の申請件数
（注）※１及び※２は被災者の区分別の内訳が無いため、合計のみ記載

居住形態

被災者の区分

■復興住宅（公営・民間）の需要予測（必要戸数）と住宅施策の関係 

 東日本大震災や原子力災害からの復興・再生やふるさとへの帰還に向け、必要となる復興住

宅の計画戸数と現在の実績は表１のとおりです。 

  復興公営住宅等の戸数は、「県・市町村が整備する供給目標」として、また、自立再建（民間

賃貸・持家住宅）の戸数は、官民が連携して自立再建を進めていく上での、「現時点における必

要戸数の目安」として位置付けます。特に原子力災害の居住制限者に対する必要戸数について

は、避難者への意向調査を重ね、精度を高めていきます。 

なお、復興住宅の整備を支援する主な住宅施策は表２のとおりです。 
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●印：施策対象

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ

実施機関

災害公営住宅の整備 市町村 ● － －

復興公営住宅の整備 県・市町村 － ● －

子育て定住支援賃貸住宅の整備 市町村 － － ●

帰還者向け住宅（災害公営住宅・再生賃貸住宅）の整備 市町村 － ● ●

災害復興住宅融資 住宅金融支援機構 ● ● － ● ● －

被災者生活再建支援金 市町村 ● － － ● － －

津波被災地域特別交付税 市町村 － － －
津波

のみ － －

防災集団移転促進事業 市町村 － － － ● － －

がけ地近接等危険住宅移転事業 市町村 － － － ● － －

住宅復興資金（二重ローン）利子補給事業 県 － － － ● － －

県産木材を活用した自立再建支援
（ふくしまの未来を育む森と住まいのポイント事業）

県・団体 － － － ● ● ●

耐震改修
（安心耐震サポート事業）

県 － － － ● ● ●

建築確認申請手数料等の免除
特定行政庁

指定確認検査機構 ● ●
避難指示

のみ ● ●
避難指示

のみ

多世代同居・近居推進事業 県 － － － ● ● ●

省エネルギー住宅改修補助事業 県 － － － ● ● ●

■表２：復興に向けた住宅施策と対象者

住宅施策

復興公営
住宅等

民間賃貸住宅

地震
津波

原子
力

避難
解除

地震
津波

原子
力

避難
解除

自立

再建

支援

民間持家住宅
（新築・補修）

復興
公営
住宅等

地震
津波

原子
力

避難
解除
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（１）復興公営住宅等の整備と管理 

自立再建が困難な被災者の居住の安定を確保するため、県と市町村の役割分担の下、良質で

低廉な家賃の復興公営住宅等を早期に整備し、適正な管理・運営を進めます。 

 

①復興公営住宅等の整備 

被災者の居住の安定を確保するため、また、避難者の帰還を促進するため、関係市町村、県、

国が連携・協力し、各々の役割分担の下、復興公営住宅等を早期に整備します。なお、整備箇

所・戸数については、住民意向調査や関係市町村との個別協議を踏まえて見直しを重ねていき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

■復興公営住宅等の整備における基本的な考え方 

 

  ●復興公営住宅の整備における県の役割 

・り災・避難元・受入自治体、国、県等で構成する「福島県住まいの復興に向けた連絡調整

会議」や「長期避難者等の生活拠点の検討のための協議会」により、避難者や市町村の意

向・課題を確認しながら、総合的・広域的な見地から、住宅整備の基本的な方針や供給戸

数、供給手法、整備体制等について、多角的な検討や広域的な調整を行います。 

・原子力災害により長期避難を余儀なくされている避難者の居住の安定を確保するため、役

場機能を移転している町村の要請に応じて、県が避難町村の復興公営住宅を代行整備する

とともに、県営の復興公営住宅を整備します。 

・県内外で復興が本格化する中、早期住宅整備の実現に向け、県内各地の建設業界の実情を

把握し、発注方法の適切な選択や適正な工期・価格の設定を行います。 

・整備戸数や箇所等については、避難者の意向調査を踏まえ、平成２５年６月に「第一次福

島県復興公営住宅整備計画（3,700 戸）」を策定し、同年１２月に「第二次福島県復興公

営住宅整備計画（4,890戸）」へと見直しを行い、整備を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
復興公営住宅のイメージ（中層タイプ） 

福島市 北信団地 

□県営復興公営住宅の整備と市町村営復興公営住宅等整備への技術的支援 

□定住・帰還促進賃貸住宅等の整備 

□高齢者生活支援施設の併設 

□既設公営住宅の復旧事業 

 

復興公営住宅のイメージ 

（低層タイプ） 
会津若松市 年貢町団地 
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■復興公営住宅等の整備における市町村営、県営、県代行の区分 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

箇　所 福島市 会津若松市 郡山市 いわき市 二本松市 南相馬市 川俣町 三春町
白河市・田村市・本宮市・桑折町・

大玉村・広野町・川内村
合　計

戸　数 475 134 570 1,768 346 927 120 217 333 4,890

●復興公営住宅整備戸数                                   （単位：戸） 

※平成25年12月に第一次福島県復興公営住宅整備計画（3,700戸）を見直し、第二次計画では4,890戸を整備することとしました。 

●市町村営：自市町村におけるり災者（地震・津波）に対する住宅整備 

※原子力災害による避難者を受け入れるための住宅整備も可 
 

●県  営：原子力災害による避難者に対する住宅整備 

       条件 他市町村区域へ役場機能を移した町村から、県営として整備要

請があった場合 

●県 代 行：原子力災害による避難者に対する住宅整備 

      条件 他市町村区域へ役場機能を移した町村営住宅を整備する際、代行

事業として要請があった場合（受入市町村との合意が必要） 

第二次計画による市町村別の整備戸数 凡例 

いわき市：1,768戸 

郡山市：570戸 会津若松市：134戸 

福島市：475戸 

南相馬市：927戸 

白河市・田村市・ 
本宮市・桑折町・ 
大玉村・広野町・ 
川内村：333戸 

福島市 

いわき市 

郡山市 会津若松市 

南相馬市 

資料：福島県 

三春町：217戸 

二本松市 

二本松市：346戸 
川俣町 

川俣町：120戸 
三春町 
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■第二次福島県復興公営住宅整備計画（抜粋）（平成２５年１２月版） 

●基本的な考え方 ～コミュニティの維持・形成～ 

・復興公営住宅は、長期避難者のコミュニティの維持・形成の拠点となるものです。 

・入居に当たっては市町村単位や親族同士等、複数世帯入居(グループ入居)に配慮します。 

・コミュニティ集会室等を併設する等、入居する方々はもちろん、周辺に避難されている 

方々も含めて交流できるよう整備します。 

・コミュニティ集会室等を拠点に、地域にお住まいの近隣住民の方々とも交流が図られる 

よう、コミュニティ交流員を配置するなど様々な事業を実施します。 

 

 ●整備戸数及び整備箇所 

  全体で４，８９０戸を整備します。 

  ＜内訳（受入市町村別）＞ 

福島市４７５戸、会津若松市１３４戸、郡山市５７０戸、いわき市１,７６８戸、 

二本松市３４６戸、南相馬市９２７戸、川俣町１２０戸、三春町２１７戸、 

白河市・田村市・本宮市・桑折町・大玉村・広野町・川内村３３３戸 

 

●スケジュール 

平成２９年度末までに４，８９０戸全ての完成を目指し、整備を進めていきます。 

 

  ●建設に当たっての考え方 

・玄関から居室内まで、段差のないバリアフリーとします。 

・太陽光発電設備を設置するとともに、エネルギー効率のよい住宅を整備します。 

・用地の状況を踏まえ、戸建てや２戸１棟の住宅も整備します。 

・木造住宅や内装材への県産木材の活用に配慮します。  

・地域の気候に配慮し、特に会津地方では、サンルームを設置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●入居の考え方 ～入居方針～ 

・コミュニティ維持のため、市町村単位での入居に配慮します。 

・親族同士等、複数世帯での入居（グループ入居）に配慮します。 

・高齢者、障がい者、妊婦を含む子育て世帯等に配慮します。 

・円滑に入居できるよう、連絡調整会議や個別協議会を通じ、関係市町村の意向を確認する

とともに関係機関と調整を図りながら、適正な入居管理を行います。 

コミュニティ集会室 （郡山市 富田団地） サンルーム設置（会津若松市 年貢町団地） 
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■県営復興公営住宅の整備手法 

主に従来の「設計者施工者分割発注方式」に加え、「設計者施工者一括選定方式」、「買取方

式」の民間活用の手法について、地域の実情や避難者のニーズを踏まえて選択していきます。 

「設計者施工者一括選定方式」と「買取方式」は、設計と施工を併せて依頼するもので、そ

の導入目的は以下のとおりです。 

●良質な住宅・居住環境の創出 

民間事業者が有する設計・施工に関する総合的な企画力・技術力・機動力等を積極的に

活用することで、創意工夫に富む良質な住宅・居住環境を創出します。 

 

●工期の短縮 

契約事務の集約化、設計から施工への円滑な移行により、工期短縮を実現します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【復興公営住宅の整備方式の特徴】 

買取方式 

発注者（県） 

施工者 設計者 

・設計者、施工者をそれぞれ選定し発注する最も 

一般的な手法です。  

・設計者は委託契約により基本設計・実施設計を行

います。 

・施工者は設計図書に基づき施工します。 

設計委託 工事請負契約 

設計者施工者分離発注方式 

発注者（県） 

売買契約 

・設計者と施工者をあらかじめ一括して選定・契約し、

完成後に買い取る手法です。  

・設計者と施工者が一体となり設計・施工を行います。 

・設計者施工者一括選定方式と同様の効果のほか、一

括契約による事務の軽減、完成後の買取代金の一括

払いが可能となります。 
設計者・施工者 

 

工事請負契約 設計委託 

 

設計者施工者一括選定方式 

・設計者と施工者をあらかじめ一括して選定し、 

それぞれと契約する手法です。  

・設計者＋施工者のグループを公募・選定します。 

・設計、施工グループによる優れた企画力・技術

力の活用、設計から施工への円滑な移行による

工期短縮が期待できます。 

設計者 施工者 

発注者（県） 

応募グループと協定締結 
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■県営復興公営住宅の計画・設計の考え方 

●少子化・高齢化、世帯構成へ対応した多様な住宅供給 

・高齢の被災者や子育て世帯の帰還・定住を図るため、医療・福祉分野と連携し、避難元市

町村と協議の上、復興公営住宅等と高齢者生活支援施設※等の併設等を検討します。 

※デイサービス、生活相談、診療所等 

・誰もが安全に安心して利用しやすいユニバーサルデザインによる住まいづくり、高齢者・

障がい者や子育て世帯等の様々なライフスタイルに対応した住宅を供給します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●居住ニーズへのきめ細かな対応 

・計画・設計においては、被災者の日常生活の実情や生活再建への要望・取組などを支援

できるよう、意向調査やワークショップ等により居住ニーズをきめ細かに把握しながら、

住民主体の住まいづくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

【復興公営住宅のユニバーサルデザイン】 

２ＬＤＫ(５５㎡) ３ＬＤＫ(７０㎡) 

　

●手すり

（玄関、廊下、トイレ、風呂場に設置）

●

●レバーハンドル

●介助スペースを確保したトイレ （２方向進入可）

●大型スイッチ

●引戸（1階）

●非常用ボタン

非常用ボタン●

●非常用ボタン

●非常用ボタン

● 非常用ボタン(1階)

発光（フラッシュ）点灯と音で

異常を周囲に周知

●緊急時警報装置（1階）

●

●段差なし〔全住戸〕
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●コミュニティの維持・醸成 

・団地計画や入居計画においては、被災前・避難中のコミュニティの維持や新たなコミュニ

ティの醸成、受入自治体の既存コミュニティに十分配慮し、住民の交流を促す施設の併設

など、地域で支え合う新たな住まい方も検討・提案します。 

・住民同士が集い、憩える空間として、広場や幼児遊園、集会所などのコモンスペースやコ

ミュニティ施設を整備し、周辺の地域住民との交流や社会参加を促す空間づくりなどを進

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●まちづくりとの連携 

・復興公営住宅等の供給は、既存の公共公益、商業、医療・福祉施設等が整っており、新た

な社会資本の整備や環境負荷を伴わない既成市街地への計画を優先します。 

・より安全な土地に計画するため、防災集団移転促進事業、土地区画整理事業等のまちづく

り関連事業と連携し、生活関連施設や各種サービス体制の整備と合わせ、総合的なまちづ

くりの一環として推進します。 

 

●適切かつ合理的な住宅団地の計画 

・土地の高度利用により広場や幼児遊園､駐車場等を確保し、良好な居住環境を創出します。 

・法規制、周辺環境、入居者属性、地域資材の活用、費用、施工性（必要工期）等の総合的

な視点から、用地や住宅の間取り・仕様等を設定します。 

 

●地域特性に配慮した団地づくり 

・地域の景観や地形等を生かし、かつ、その地域の歴史や文化を継承するデザインや住宅・

屋外環境づくりにより、周辺環境と調和した魅力ある市街地・集落の形成を推進します。 

 

●先導的モデルの取組 

・応急仮設住宅を復興公営住宅へ活用することを促進します。 

・太陽光発電など再生可能エネルギーを積極的に導入し、環境問題への対応など持続可能

な社会づくりを目指します。 

復興公営住宅（県営日和田団地）の配置図 
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●地域振興に配慮した民間活力の活用 

・地域の工務店や設計事務所、林業、製材業など、地元の住宅関連産業による低廉、高品

質、安全で安心な住まいづくりである「地域型復興住宅」のビジョンに基づき、地域資源

の活用や地域産業の振興、地域経済の活性化を図ります。 

 

②復興公営住宅の円滑な入居 

 応急仮設住宅等から復興公営住宅への円滑な住み替えが図られるよう支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

【具体的取組】原子力災害による避難者の復興 

住宅への円滑な移行（住み替え支援） 

 

 

 

 

 

 
 

原発避難者（居住制限者）

応急仮設 民間借上げ 既設公営など

県営復興公営

住み替え支援

保健・医療・福祉 雇用 教育

【相談対応】
空家・空室

賃料
取引業者

民間賃貸 民間持家

【相談対応】
土地

建設業者
返済計画等

市町村営
復興公営

入居者募集・選定後の入退去・維持管理業務については、
「指定管理者制度」を活用し、業務委託により円滑に実施

【情報発信】【相談対応】
整備計画 応募方法
募集案内 入居手続

□それぞれの被災者に対応した情報発信・相談対応による住み替え支援 

□入居者の家賃負担の低減 
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（２）民間持家住宅及び民間賃貸住宅の供給促進 

  被災者の生活の自立再建を促進するため、民間持家住宅の取得及び民間賃貸住宅の円滑か

つ迅速な供給を支援します。 

 

①被災した住宅の改修や自立再建への支援 

県と建築関係団体等が連携し、被災した住宅の改修や再建に関する相談を行います。また、

住宅に関する既存債務がある被災者が新たに資金調達ができるよう、二重ローン対策を行う

とともに、国の制度や施策を活用し、民間事業者や市町村事業を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的取組】住宅の二重ローン対策  

 

 

 

  

□住宅の二重ローン対策 

□建築確認申請手数料等の免除及び長期優良住宅認定要件の緩和等 

□県産木材を活用した自立再建住宅への支援 

□関係団体との共催による住宅相談会の開催 

□仮設住宅等で生活している被災者への住宅の改修や再建に関する出前相談の実施 

住家被害
（半壊以上）

再建実現

住宅再建
建設・購入・補修

支援

二重
ローン
発生

５年間分の利子
相当額を補助

既 存
住宅ローン

新 規
住宅ローン

■二重ローンによる負担を軽減するため、既存ローンを
対象として５年間分の利子相当額を補助

住
宅
再
建
が
必
要

最大
１４０万円
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【具体的取組】ふくしまの未来を育む森と住まいのポイント事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的取組】空き家・ふるさと復興支援事業 

 

■空き家を活用して、定住・二地域居住及び被災者等の住宅再建を推進し、地域の活

性化や復興を進めるため、市町村の空き家実態調査、被災者等の空き家再生（改修）

等に係る費用に対し補助金を交付します。 

 ○空き家実態調査支援 

  市町村が空き家の実態調査を行う場合、調査に要する費用の一部を補助 

 ○空き家再生（改修等）支援 

   一定の要件を満たす空き家の所有者に対し、改修等に要する費用の一部を補助 

 

 

  

福 島 県

建 築 主 商品発送

ﾎﾟｲﾝﾄ
申請

ﾎﾟｲﾝﾄ
交付

窓口指定（補助）

■県産木材を使用した住宅の
新築・増改築に対し、地域の
農林水産品等と交換可能なﾎﾟｲ
ﾝﾄを交付

一 般 向 け →２０万ﾎﾟｲﾝﾄ
被災者等向け→３０万ﾎﾟｲﾝﾄ

交換商品
登録
事業者

商品発注ポイント
発行・交換窓口
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【具体的取組】安全な敷地へ移転するための支援事業 

 

（１）防災集団移転促進事業 

津波による浸水被害を受けた区域のうち、住民の居住に適当でないと認められる区域内

にある住宅の集団的移転を促進するため、移転に係る費用の一部に補助が行われます。 

移転跡地については、建築基準法に基づき建築制限が行われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）がけ地近接等危険住宅移転事業 

   津波による浸水被害を受けた区域等のうち、住民の居住に適当でないと認められる区域

内にある住宅を移転する場合で、防災集団移転事業による住宅団地以外の個人宅地へ移転

する際に、その費用の一部に補助が行われます。 

●対象区域 

建築基準法に基づく災害危険区域に指定され、条例により建築が制限される区域 

●補助対象 

①移転者の住宅建設・土地購入に対する補助（利子補給） 

②移転者の住居の移転に対する補助 
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【具体的取組】生活・住宅再建のための助成制度 

（１）被災者生活再建支援制度の概要 

   この制度は、被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により住宅が全壊するなど生活

基盤に著しい被害を受けた世帯に被災者生活再建支援金を支給し、生活の再建を支援する

ものです。支援金の申請窓口は市町村となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）災害復興住宅融資の概要（住宅金融支援機構） 

   住宅金融支援機構では、住宅復旧のための建設・購入、補修に対して低利融資を行って

います（「り災証明書」が必要）。 

   原子力災害による避難者の場合は、り災証明書が無くとも、避難指示区域内(※)に平成

23年３月11日時点で住んでいたことが確認できれば融資可能です。 

 （※）福島復興再生特別措置法 第29条に規定する「避難指示区域」のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一定の自然災害により 

①住宅が「全壊」した世帯 

②住宅が半壊又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 

③災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯 

④住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯（大規模半壊世帯） 

対象世帯 

 

A 住宅の被害程度に応じて支給する「基礎支援金」 （ ）内は上記対象世帯の番号 

住宅の被害程度 全壊（①） 解体（②） 長期避難（③） 大規模半壊（④） 

支給額 １００万円 １００万円 １００万円 ５０万円 

B 住宅の再建方法に応じて支給する「加算支援金」 

住宅の再建方法 建設・購入 補修 賃貸（公営住宅以外） 

支給額 ２００万円 １００万円 ５０万円 

 

支給額 

●建設の場合（土地を取得して住宅を建設する場合） 

建設資金（基本融資額） 

＋土地取得資金（基本融資額） 

＋整地資金（基本融資額） 

＋建設資金（特例加算額） 

1,650 万円 

970 万円 

440 万円 

510 万円 

   

●新築購入の場合 

基本融資額2,620 万円＋特例加算額510 万円 

 

●補修の場合 

補修資金（基本融資額）           730 万円 

＋整地資金または整地資金（基本融資額） 440 万円 

＋整地資金（特例加算額）           230 万円 

 
融資限度額 

 
融資金利 

●建設･購入の場合（平成28年4月21日現在） 

 当初5年間 6年目～10年目 11年目以降 

基本融資額 年0.00％ 年0.00％ 年0.47％ 

特例加算額 年1.37％ 

●補修の場合（平成28年1月22日現在） 

 当初5年間 当初6年目以降 

基本融資額 年0.47％ 年0.47％ 

特例加算額 年1.37％ 
 
※申込時の金利が適用される「全期間固定金利」。 

※基本融資額は特例加算額以外の融資額をいう。 

※上記金利は平成28年1月22日現在であり、６年目以降の金利は毎月改定。 

金利の詳細や最新金利は、機構お客さまコールセンター（0120-086-353）又は 

東日本大震災関連情報（下記）で確認できる。 

住宅金融支援機構のHP東日本大震災関連情報（www.jhf.go.jp/shinsai/index.html）で返済額
を試算することができます。 

http://www.jhf.go.jp/shinsai/index.html
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一部
損壊

半壊
大規模
半壊

全壊
一部
損壊

半壊
大規模
半壊

全壊
帰還
困難

居住
制限

解除
準備

解除
区域

自主
避難

仮設住宅 － － △※１ ○ － － △※1 ○ ○ ○ ○ ○ △ － ※１　長期間住めないもの

借上住宅 － － △ ○ － － △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ー

復興公営住宅 － － － － － － － － ○ ○ ○ － － －

災害公営住宅 － △※２ △※２ ○ － △※２ △※２ ○ － － － － － －

子育て定住支援
賃貸住宅

－ ー ー ー － ー ー ー － － － － ○ ○

帰還者向け
災害公営住宅

－ ー ー ー － ー ー ー ○ ○ ○ ○ － －

帰還者向け
再生賃貸住宅

－ ー ー ー － ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○

災害復興型
地域優良賃貸住宅

－ △※２ △※２ ○ － △※２ △※２ ○ ○ ○ ○ － － －

被災者生活再建支援金 － △※３ ○ ○ － △※３ ○ ○ － － － － － －
※３　住宅を解体した場合は支援対象
被災者生活再建支援法【最大200万円】

津波被災地域特別交付税 － － － － － － △※４ △※４ － － － － － －
災害危険区域外の津波浸水区域
※４　市町村の制度設計による

二重（既往）ローン支援 － ○ ○ ○ － ○ ○ ○ － － － － － － 住宅復興資金（二重ローン）利子補給事業【最大140万円】

住宅金融支援機構融資 － ○ ○ ○ － ○ ○ ○ － － － － － － 災害復興住宅融資【730万円】

県産木材利用 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
ふくしまの未来を育む森と住まいのポイント事業【最大30万P】
増築、改築に限る

耐震改修 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 安心耐震サポート事業【最大100万円】　木造住宅に限る

多世代同居・近居推進事業 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
【最大110万円】基本額50万円、子ども加算額10万円／人
（上限40万円）、県外移住世帯加算額20万円／申請　同居の場合に限る

断熱改修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 省エネルギー住宅改修補助事業

被災者生活再建支援金 － △※5 ○ ○ － △※5 ○ ○ － － － － － －
※５　住宅を解体した場合は支援対象
被災者生活再建支援法【最大300万円】

がけ地近接等危険住宅移転事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － －
災害危険区域内の建築物に限る

利子補給【最大722万円】＋移転費補助【80万円】

防災集団移転促進事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － －
災害危険区域内の建築物に限る

利子補給【最大722万円】＋移転費補助【80万円】

津波被災地域特別交付税 － － － － － － △※６ △※６ － － － － － －
災害危険区域外の津波浸水区域

※６　市町村の制度設計による

二重（既往）ローン支援 － ○ ○ ○ － ○ ○ ○ － － － － － － 住宅復興資金（二重ローン）利子補給事業【最大140万円】

県産木材利用 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ふくしまの未来を育む森と住まいのポイント事業【最大30万P】

多世代同居・近居推進事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
【最大110万円】基本額50万円、子ども加算額10万円／人

（上限40万円）、県外移住世帯加算額20万円／申請

建築確認手数料の減免 － ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ △※７ － －
※７　避難指示区域（屋内退避区域、緊急時避難準備区域を含む）に居住してい

た住民に限る

住宅金融支援機構融資 － ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － 災害復興住宅融資【最大1,650万円～】

賃貸住宅

入居者
被災者生活再建支援金 － △※８ ○ ○ － △※８ ○ ○ － － － － － －

※８　住宅を解体した場合は支援対象
被災者生活再建支援法【最大150万円】

賃貸住宅

所有者
※住宅金融支援機構融資 － ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － －

災害復興住宅融資(新築・購入)【最大1,650万円～】

災害復興住宅融資(補修・改修)【最大730万円～】

　　　　　　　　災害の区分

支援制度
（金額は上限を示す）

被害状況等

被害
なし

備　考
地震災害 津波災害 原発災害

公的

賃貸住宅

持家

新築購入

応急仮設

※２　解体することを余儀なくされたもの

持家

補修改修

被災者等への支援制度一覧

■被災者等への支援制度一覧 
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一部
損壊

半壊
大規模
半壊

全壊
一部
損壊

半壊
大規模
半壊

全壊
帰還
困難

居住
制限

解除
準備

解除
区域

自主
避難

仮設住宅 － － △※１ ○ － － △※1 ○ ○ ○ ○ ○ △ － ※１　長期間住めないもの

借上住宅 － － △ ○ － － △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ー

復興公営住宅 － － － － － － － － ○ ○ ○ － － －

災害公営住宅 － △※２ △※２ ○ － △※２ △※２ ○ － － － － － －

子育て定住支援
賃貸住宅

－ ー ー ー － ー ー ー － － － － ○ ○

帰還者向け
災害公営住宅

－ ー ー ー － ー ー ー ○ ○ ○ ○ － －

帰還者向け
再生賃貸住宅

－ ー ー ー － ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○

災害復興型
地域優良賃貸住宅

－ △※２ △※２ ○ － △※２ △※２ ○ ○ ○ ○ － － －

被災者生活再建支援金 － △※３ ○ ○ － △※３ ○ ○ － － － － － －
※３　住宅を解体した場合は支援対象
被災者生活再建支援法【最大200万円】

津波被災地域特別交付税 － － － － － － △※４ △※４ － － － － － －
災害危険区域外の津波浸水区域
※４　市町村の制度設計による

二重（既往）ローン支援 － ○ ○ ○ － ○ ○ ○ － － － － － － 住宅復興資金（二重ローン）利子補給事業【最大140万円】

住宅金融支援機構融資 － ○ ○ ○ － ○ ○ ○ － － － － － － 災害復興住宅融資【730万円】

県産木材利用 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
ふくしまの未来を育む森と住まいのポイント事業【最大30万P】
増築、改築に限る

耐震改修 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 安心耐震サポート事業【最大100万円】　木造住宅に限る

多世代同居・近居推進事業 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
【最大110万円】基本額50万円、子ども加算額10万円／人
（上限40万円）、県外移住世帯加算額20万円／申請　同居の場合に限る

断熱改修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 省エネルギー住宅改修補助事業

被災者生活再建支援金 － △※5 ○ ○ － △※5 ○ ○ － － － － － －
※５　住宅を解体した場合は支援対象
被災者生活再建支援法【最大300万円】

がけ地近接等危険住宅移転事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － －
災害危険区域内の建築物に限る

利子補給【最大722万円】＋移転費補助【80万円】

防災集団移転促進事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － －
災害危険区域内の建築物に限る

利子補給【最大722万円】＋移転費補助【80万円】

津波被災地域特別交付税 － － － － － － △※６ △※６ － － － － － －
災害危険区域外の津波浸水区域

※６　市町村の制度設計による

二重（既往）ローン支援 － ○ ○ ○ － ○ ○ ○ － － － － － － 住宅復興資金（二重ローン）利子補給事業【最大140万円】

県産木材利用 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ふくしまの未来を育む森と住まいのポイント事業【最大30万P】

多世代同居・近居推進事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
【最大110万円】基本額50万円、子ども加算額10万円／人

（上限40万円）、県外移住世帯加算額20万円／申請

建築確認手数料の減免 － ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ △※７ － －
※７　避難指示区域（屋内退避区域、緊急時避難準備区域を含む）に居住してい

た住民に限る

住宅金融支援機構融資 － ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － 災害復興住宅融資【最大1,650万円～】

賃貸住宅

入居者
被災者生活再建支援金 － △※８ ○ ○ － △※８ ○ ○ － － － － － －

※８　住宅を解体した場合は支援対象
被災者生活再建支援法【最大150万円】

賃貸住宅

所有者
※住宅金融支援機構融資 － ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － －

災害復興住宅融資(新築・購入)【最大1,650万円～】

災害復興住宅融資(補修・改修)【最大730万円～】

　　　　　　　　災害の区分

支援制度
（金額は上限を示す）

被害状況等

被害
なし

備　考
地震災害 津波災害 原発災害

公的

賃貸住宅

持家

新築購入

応急仮設

※２　解体することを余儀なくされたもの

持家

補修改修

被災者等への支援制度一覧

  
【凡例】 ○：制度適用 
     △：条件により適用 
     －：制度適用なし 平成２８年６月現在 
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②良好な賃貸住宅の供給促進と入居支援 

地域優良賃貸住宅など、国の制度を活用した良質な民間賃貸住宅の建設を促進します。 

また、被災者の民間賃貸住宅への円滑な入居を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 【具体的取組】地域優良賃貸住宅制度 

 

□地域優良賃貸住宅制度の活用による民間賃貸住宅の建設誘導 

□住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業を活用した空き家等の改修に対する支援 

□住宅セーフティネット法に基づく居住支援協議会による被災者の賃貸住宅への 

円滑な入居への支援 

●高齢者、障がい者、子育て世帯等に対し、地方公共団体が国からの支援を受けて賃貸住宅を供給。 

●「国からの支援」とは、①住宅の整備に要する費用、②住宅の家賃低廉化事業に要する費用に対する 

国からの補助。 

地方公共団体 

（都道府県・市町村） 都道府県知事
※

 

土地の所有者等 入居者 

管理受託・転貸 

・民間事業者等 

・地方住宅供給公社 
・地方公共団体   等 供

給
計
画
の
認
定 

整
備
費
助
成
・ 

家
賃
低
廉
化
助
成 

①建設費 

②買取費 

③改良費 

国 

交付金 

整備費助成・家賃低廉化 ※ 政令市・中核市は当該市長 

40 

供
給
計
画
の
申
請 

地域優良賃貸住宅制度の概要 
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【具体的取組】住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●補助の要件（次の全てを満足） 

要件 概要 

住宅要件 ①住戸の床面積は原則として25㎡以上 

②住宅設備（台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室）を有すること 

③現行の耐震基準に適合していること 

④一定のバリアフリー化がなされていること 

入居対象者 一定の所得以下の高齢者世帯、障がい等世帯、子育て世帯であって、現に住宅に困窮

している世帯 

上限月額家賃 84,700円に市区町村毎の立地係数を乗じた額 

(福島市77,000円、会津若松市72,000円、郡山市81,000円、いわき市64,000円、

白河市72,000円、須賀川市64,000円、その他の市町村60,000円) 

管理期間 事業完了後10年間以上 

住宅情報の登録 居住支援協議会に対し対象住戸に係る情報を登録すること 

対象地域 居住支援協議会が対象住宅の登録や情報提供等を行う地域（福島県は全域が対象） 

 

 ●補助対象工事 

空き家部分又は共用部分において、以下のうち少なくとも１つの改修工事を実施。 

工事種別 概要 

バリアフリー改修工事 「手すりの設置」「段差の解消」「廊下幅等の拡張」「浴室の改良」「便所の改良」

等に係る工事 

耐震改修工事 現行の耐震基準に適合させるために必要な改修工事 

用途変更工事 戸建の持家や事務所等の賃貸住宅以外の用途の建物を賃貸住宅に用途変更するために

必要な改修工事（設備の設置・改良工事等） 

居住支援協議会が認め

る工事 

入居対象者の居住に安定の確保を図るため居住支援協議会が必要と認める改修工事

（間取りの変更に係る工事、設備の設置・改良工事、遮音性・防音政の向上に係る工

事、断熱性・気密性の向上に係る工事、防犯性の向上に係る工事、照明や給湯器等の

高効率化に係る工事 等） 

 

 ●補助対象費用、補助額 

 

【具体的取組】居住支援協議会による賃貸住宅への入居支援 

   
○高齢者、障がい者、子育て世帯の居住の安定確保に向け、居住支援協議会との連携や適切な

管理の下で、空き家等を活用し一定の質が確保された賃貸住宅の供給を図るための、空き家

等のリフォームやコンバージョン（用途変更を伴う改修）に対する支援 

○一定の所得以下の高齢者世帯、障がい者等世帯、子育て世帯であって、現に住宅に困窮して

いる世帯の入居等を条件として、空き家等の居住安定の確保に寄与する改修工事に要する費

用の一部を国が直接補助 

住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業の概要 

【補助率】１／３ 

【補助限度額】50万円／戸（他用途から賃貸住宅に用途変更する場合100万円／戸） 
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●主な活動 

・物件情報の提供、国補助制度の広報、補助物件に関する相談 

・被災者向けの住宅相談会・トラブル防止の体制整備、イベント等による幅広い広報 

・耐震化、省エネ、バリアフリー化などにより安心できる住まいの供給促進 

・福島あんしん賃貸住宅登録制度の実施 

・高齢者等地域見守りネットワークの構築  等 

 

●構成 

・地方公共団体の住宅担当部局及び自立支援、福祉サービス等担当部局 

・宅地建物取引業や賃貸住宅を管理する事業を営む者に係る団体 

・居住に係る支援を行う営利を目的としない法人  等 

 

●役割 

居住支援に関する情報等を関係者間で共有・協議した上で、住宅確保要配慮者及び民間

賃貸住宅の賃貸の双方に対し必要な支援を実施します。 

  

  

    
住宅確保要配慮者（低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子供を育成する家庭 

その他住宅の確保に特に配慮を要する者）の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図 

るため、地方公共団体や関係業者、居住支援団体等が連携し、住宅確保要配慮者及び 

民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供等により支援を行う組織です。 

福島県居住支援協議会とは 

福島県居住支援協議会のイメージ 

 

教育研究機関 
大学 
短大 不動産 

関係団体 
宅建・管理業 

地方公共団体 
福島県 
市町村 

居住支援団体 
NPO 

福祉法人 
事務局 

建築安全機構 

関係機関 
NPO循環ｾﾝﾀ  ー
建築住宅ｾﾝﾀ  ー

金融機関 
銀行･信金信組 

住宅金融支援機構 

建築関係団体 
建設業 
設計業 

 
福島県居住支援協議会 

 

県
民
の
居
住
の
安
定
を
確
保 

福島県耐震化・ 
リフォーム等 
推進協議会 
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③地域住宅産業を活用した「ふくしま型の住まいづくり」による復興住宅の供給 

 地域の工務店や設計事務所、林業、宅地建物取引業などの住宅関連産業による低廉、高品

質、安全・安心な住まいづくりである「ふくしま型の住まいづくり」による住宅再建を支援

します。 

 

 

 

 

【具体的取組】地域型復興住宅の供給促進 

「福島県地域型復興住宅推進協議会」では、住宅の生産・維持管理を担う住宅生産者が連携

し、木材供給から設計、施工、引き渡し後の維持管理までを「地域住宅生産者グループ」とし

て対応し、「地域型復興住宅」づくりを進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）住環境による地域コミュニティの再生と持続 

□地域住宅産業等による良質な住まいづくりを推進する団体への支援 

□県産木材を使用した自立再建住宅への支援 

 

製材、プレカット、建材流通等 
（製材業者・プレカット業者・ 

流通事業者等） 計画・設計 
（建築士・設計事務所） 

施工（建設） 
（地域工務店・大工等） 

ダミー⑥ 

ダミー⑧ 
ダミー⑨ 

原木伐採（素材生産） 
（林業・原木供給者等） 

維持管理 
（地域工務店等） 

●再建に向けた住まいづくり 

住まいづくりの担い手は、「地域住宅生産者グループ」となってまとまり、共通

理念のもと、品質の向上やコストダウン、維持管理などについて協力体制づくりに

取り組み、復興とその後の生活のための住まいづくりを進めています。 

●持続的な住まいづくり 

最初は取得可能な価格な住宅とし、徐々に住まいを成長させることも一つの選択

肢です。身近に生産者がいることで、建設時だけでなく、その後の維持管理や増築・

改修相談などの持続的なサポートを得ることが期待できます。 

●地域に根差した住まいづくり 

「地域型復興住宅」は、地域のことをよく理解している人たちが生産者として関

わっています。地域の気候風土や景観に配慮した、記憶を継承できる、住まいづく

りが期待できます。 

【地域住宅生産者グループのイメージ】 
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（３）居住環境による地域コミュニティの再生と持続 

東日本大震災や原子力災害により分断された地域社会を再生させるため、既存コミュニテ

ィの維持・修復や避難先で築かれつつある新たなコミュニティの醸成を促進します。 

また、放射性物質による健康被害への不安等による避難者の帰還を促すため、除染や住情

報の提供を行います。 

 

①居住環境による地域コミュニティの再生と持続 

被災者が孤立せず安心して生活できるよう、既存コミュニティや新たなコミュニティに配

慮しながら復興公営住宅等を整備・管理します。また、復興公営住宅等にコミュニティ交流

員を配置し、復興公営住宅入居者同士や周辺の避難者、さらには受入自治体の地域住民を含

めた交流活動を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

□既存コミュニティの維持・修復や新たなコミュニティの醸成に配慮した復興公営 

住宅の整備・グループ入居  

□復興公営住宅等の整備とあわせた団地内集会所、コミュニティ施設、広場等の整備 

□復興公営住宅等を核とした長期避難者のための交流支援 

□応急仮設住宅等に避難している高齢者等の見守りやその体制づくりへの支援 

□市町村・ＮＰＯ等との連携による応急仮設住宅等に入居する被災者への支援 

□住民同士が自ら主体的に交流できる環境づくりの支援 

子育て施設のイメージ 集会所のイメージ 
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②住宅等の除染 

原子力災害による放射性物質に対する不安を払拭するため、国の責任の下、住宅等の除染

を促進します。また、今後の除染技術に関する情報等を把握し、適切な対策を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③県内外避難者の帰還に向けた住情報の提供 

  県内外避難者の帰還を促すため、県内の住宅に関する様々な情報を提供します。 

 

 

 

 

 

  

□民間住宅の自立再建支援や復興公営住宅の整備計画等の避難者支援策、福島の復興の 

動きなどに関する情報提供 

□関係団体との共催による住宅相談会の開催 

□避難先都道府県との連携体制の構築 

□住宅等の除染の促進 

□県営住宅等の除染の実施 

□住宅除染に関する技術的支援 

県営住宅の除染状況 
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（４）応急仮設住宅等の管理と活用  

被災者の居住の安定を確保するため、県と市町村が連携し応急仮設住宅等の適切な維持管

理や、みなし仮設住宅の適切な契約事務等を行います。また、応急仮設住宅の再利用による

復興住宅等への活用を図ります。 

 

①応急仮設住宅等の適切な維持管理と居住環境の改善 

県が設置した応急仮設住宅維持管理センターを活用し、適切に維持管理を行うとともに、

居住環境改善に向け、バリアフリー対策などの追加工事を行います。 

  

  

 

 

 

【具体的取組】応急仮設住宅の建設における様々な対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的取組】応急仮設住宅の適正な維持管理 

□応急仮設住宅の居住環境改善に向けた追加工事の適正な実施 

□応急仮設住宅の適正な維持管理 

□応急仮設住宅として活用している公営住宅等の適正な管理 

 

●高齢者見守り型 ●グループホーム型 

●コミュニティ形成支援 

●バリアフリー対策 

●追加工事 

玄関の対面配置 ぬれ縁 集会場 

車椅子対応のスロープ 

物置の設置 

車椅子に対応 渡り廊下で住棟を連結 

●高齢者・障がい者等の利便性の向上やコミュニティの形成

に配慮しました。 

●中でも、避難の長期化に伴う一人暮らし高齢者等の心身の

負担を軽減し、孤立化を招かぬよう、生活援助がしやすい

構造・設備（管理事務室、居間・食堂、多目的便所、共同

浴室など）を有し共同で入居できる「グループホーム型仮

設住宅（福祉仮設住宅）」も整備しました。 
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■一斉点検・詳細点検の系統図 

点検の指示・報告の収受 

報告内容の検証、改修・補修の計画立案 
県 

各業者の報告取りまとめ 

各業者の点検の進行管理 
ＮＰＯ 

点検の住民周知 

点検時の入居者調整 
市町村 

点検の実施 業者 場合により点検立会い 入居者 

①一斉点検指示 

③ヒアリング調査結果提供  
⑩⑱報告 

①入居者調整依頼 

 ヒアリング調査依頼 

②ヒアリング

調査結果報告 

⑨⑰報告 
④一斉点検指示 

⑧進行管理 
⑤⑬入居者調整 

⑦⑮点検の実施 

⑥⑭点検の立会い 

点検結果に基づく補修・改修の実施 

入居者 

市町村 

不具合の発生・改修の要望 

応
急
仮
設
住
宅 

維
持
管
理
セ
ン
タ
ー 

修繕の可否判断 

瑕疵の判断 

修繕の手配・修繕代金支払い 

台帳整備 

県 

追加工事の可否判断 

追加工事の発注 

修繕 追加工事 

修繕業者 修繕・追加工事の実施 

■通常の維持管理業務の系統図 

⑪⑲点検 

結果報告 

⑫詳細点検 

指示 

⑬詳細点検 

指示 

⑯進行管理 

⑳ 
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②応急仮設住宅の再利用の取組 

東日本大震災の被災者に対する応急救助として整備した応急仮設住宅のうち、県で買い取

りをした約１０，０００戸について、被災者の住まいの確保に伴い役割を終え、撤去・処分

する場合において、撤去時に発生する廃棄物の抑制、資源の有効活用による環境負荷や行政

コストの低減及び被災者等の自立再建を促進するため、再利用を図ります。 

 

 

 

 

 

 

【具体的取組】応急仮設住宅の再利用に向けた取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③借上げ住宅の円滑な管理 

県と市町村が連携し、借上げ住宅の契約などの管理事務などを円滑に実施します。 

 

 

 

 

 

再利用のスキーム（イメージ図） 

□木造応急仮設住宅を活用した復興住宅等の供給 

□市町村等への無償譲渡の実施 

□撤去業務を前提に再利用も可能とした一般競争入札の実施 

□市町村、不動産関係団体との連携による円滑な契約などの管理事務と情報の共有化 

□不動産関係団体との災害協定の締結 

□市町村、不動産関係団体との連携による借上げ住宅の再契約の円滑な締結 
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（５）応急仮設住宅等から復興住宅への円滑な移行とふるさと帰還に向けた住宅施策の展開 

 ①応急仮設住宅等から復興住宅への円滑な移行 

  災害救助法の適用期間を注視しつつ、応急仮設住宅等から復興住宅への円滑な移行を促

進し、不要となった応急仮設住宅は、再利用を図りながら随時、解体を進めます。 

   この際、復興公営住宅等への複数世帯の入居（グループ入居）を行うなど、応急仮設住

宅団地内等のコミュニティに十分配慮し、復興公営住宅等の整備に努めます。 

 

②避難指示解除区域における住宅施策の展開 

   避難指示解除区域において、長期にわたる避難による自宅の劣化や、賃貸住宅が不足し

ていることなどから、関係市町村や住民のニーズを踏まえ、帰還に必要となる住宅施策に

ついて、国、県、関係市町村が連携して検討します。 

 

【具体的取組】マッチングサポート事業 

 ●制度の趣旨 

県では、東日本大震災による被災者及び原子力災害により避難を余儀なくされた避難者の住宅再

建を支援するため、「福島県地域型復興住宅マッチングサポート制度」を創設し、工務店・不動産業

者等を紹介する窓口を開設しています。 

 ●制度の対象者等 

  対象者 

   ・「建築主」： 東日本大震災による被災者及び原子力災害により避難を余儀なくされた避難者 

   ・「工務店」： 上記の「建築主」から発注を受けた工務店 

  事務局（業務委託先） 

・一般社団法人 福島県建築士事務所協会（福島県地域型復興住宅推進協議会 事務局） 

●制度の内容 

  ・「建築主」からの依頼に対応できる登録工務店・設計者・不動産業者の検索と情報提供 

・「工務店」からの依頼に対応できる職人及び資材の検索と情報提供 

・本業務の実施に当たり必要となる関係者等との連絡調整 

・その他、本業務に関して窓口に寄せられた相談への対応 
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２ 基幹的取組に関する施策 

 

２-１【 安全・安心】安全で安心できる快適な住まいと地域の形成 

 

（１）地震などの災害に強い居住環境の形成 

 平成２３年に発生した東日本大震災は未曾有のものであり、被災した多くの住宅の復旧・

復興には個人はもとより社会的にも多大なコスト・時間を要します。そして、地震はいつど

こで発生するか予測が難しく、常日頃の備えが重要となります。 

このことから、地震やがけ地崩壊などに対する住宅・建築物の安全性を早急に確保するた

め、住宅や建築物の耐震化など、災害に強い住まいづくりを推進します。 

 

①耐震診断と耐震改修等への支援 

  既存木造住宅並びに平成２５年の改正により耐震改修促進法に位置付けられた要緊急

安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物の耐震診断・耐震改修等への支援や、

県民の耐震に対する意識を高めることなどにより、住宅の耐震化を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

□木造住宅の耐震診断・改修等への支援 

□要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物の耐震診断・改修等へ

の支援 

□民間事業者向けの耐震診断等に係る講習会の開催 

□住宅耐震出前講座や各種広報媒体を活用した県民への普及啓発 

□市町村への普及啓発や技術的助言の実施 

 

 

 

 

 

 

 

指標 
現状 

（H25） 

目標値 

（H37） 

４ 新耐震基準（昭和５６年基準）が求める 

耐震性を有しない住宅ストックの比率 １８．４％ 概ね解消 

 

【要緊急安全確認大規模建築物】 
○病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物のうち大規模なもの 
○学校、老人ホーム等の自力避難困難者が利用する建築物のうち大規模なもの 
○一定量以上の危険物を取り扱う貯蔵場、処理場のうち大規模なもの 

【要安全確認計画記載建築物】 
○都道府県又は市町村が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物 
○都道府県が指定する庁舎、避難所等の防災拠点建築物 
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②がけ地近接等危険住宅の移転支援 

  がけ地に近接し、がけ地崩落による危険性が生じている住宅や津波浸水区域などの災害

危険区域内にある住宅の移転を支援するとともに、災害が発生するおそれのある区域への

住宅の建設を制限します。 

 

 

 

 

 

 

③災害時における対応体制の充実 

  地震等からの災害に備え、応急仮設住宅の供給や民間住宅の借り上げ、既存の公営住宅

の空き家を活用するための体制を整備・維持するとともに、地震発生後に住まいの安全を

確認するため、被災建築物応急危険度判定の円滑な実施に向けた体制の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

  

□応急仮設住宅等の供給等に関する関係団体との災害協定締結や連携体制の充実 

□被災建築物応急危険度判定士の育成、判定コーディネーターの育成、模擬訓練の 

実施 

 

□がけ地近接や津波浸水区域内の危険な住宅の移転に対する支援 

□条例による災害危険区域等への住宅建設の制限 
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（２）安心して住宅を取得・利用できる環境づくり 

 安全で安心な暮らしには、良質な住まいが不可欠であり、ライフスタイルや世代毎のニー

ズにあわせて選択できる良質な住宅が円滑に流通する住宅市場の整備が求められています。 

 しかし一方では、欠陥住宅、契約上のトラブル、リフォーム詐欺など住まいに関連した様々

な事件が発生し、消費生活センター等へも相談が寄せられるなど、県民が住宅を取得・利用

する際に、不安等が生じています。 

 このことから、県民が安心して住宅を取得・利用できる環境を確保するため、良質な住宅

が円滑に流通する住宅市場の形成に努めます。 

 

①住宅の品質確保の促進 

  県民が安心して住宅を取得・利用するため、建築基準法、建築士法及び住宅瑕疵担保履

行法など住宅に関連する法令の適正な執行と法令・制度の周知に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

②住宅産業の信頼性向上 

  新築・リフォーム工事の確実な契約履行やサービスの向上など、消費者から、より信頼

される地域住宅産業の発展を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

□建築基準法における完了検査の実施率向上やパトロール・立入調査の実施 

□建築士講習制度による建築士の資質向上 

□住宅瑕疵担保履行法による住宅瑕疵担保責任保険制度の周知 

□関係団体との連携による宅地建物取引業務の適正化促進 

□長期優良住宅や建築物省エネ法に基づく省エネルギー住宅の建設促進 

□住宅瑕疵担保責任保険等への加入促進 

□設計施工事業者の建築士事務所立ち入り調査の実施 

□住宅性能表示制度の普及啓発 

□技術者向け耐震診断講習会の受講者名簿の公表 

□「ふくしま型の住まいづくり」の周知 

指標 
現状 

（H25） 

目標値 

（H37） 

５ 新築住宅における住宅性能表示の実施率 １8．0％ 観測実況指標 
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③既存住宅の流通促進 

  消費者が安心して中古住宅を取得できるよう、特に子育て世帯や高齢者世帯がよりニー

ズにあった住宅を取得できるよう、関係団体と連携・協力し、既存住宅の健全な流通環境

の整備を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

④シックハウス・アスベスト対策の推進 

  室内の建築材料に含まれる化学物質によるシックハウス対策、有害な吹き付けアスベス

ト等の飛散を防止するための対策を推進します。 

 

 

 

 

 
 

⑤住まいに関する相談体制の充実 

消費者が安心して住まいに関する相談ができる環境を関係団体等と連携して確立します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□宅地建物取引業者や金融機関などとの連携による中古住宅流通促進のための体制

構築の検討 

□中古不動産流通市場整備・活性化事業による中古住宅等に関するデータベース構築 

の検討 

□建築物現況調査（インスペクション）の促進や瑕疵保険の普及 

□住宅性能表示制度の普及啓発 

□住替え情報バンクの構築の検討 

□建築基準法等の適確な執行 

□吹き付けアスベスト等使用建築物に関するデータベースの構築 

□吹き付けアスベスト等の調査・分析及び除去等への支援 

□県・市町村及び関係団体連携による相談体制の確立 

□新築・リフォームの設計や工事価格に関する相談対応 

□欠陥住宅や契約上のトラブル、悪徳リフォーム等に関する相談対応 

指標 
現状 

（H25） 

目標値 

（H37） 

６ 既存住宅の流通シェア 

（既存住宅の流通戸数の新築を含めた全流通

戸数に対する割合） 

１０．２％ １２％ 
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（３）住まいのセーフティネットの充実 

 住まいは、健康で文化的な生活に不可欠な基盤であることから、住宅確保要配慮者に対し

て、市町村・県による連携・協力と役割分担の下、公営住宅等の公的賃貸住宅の供給や民間

賃貸住宅においても受入れが可能となるような環境づくりに努め、住まいのセーフティネッ

トの充実に取り組みます。 

 

①公的賃貸住宅による居住の安定の確保 

  公的賃貸住宅の適正な管理運営により、民間住宅市場において、自力で適切な住宅の確

保が困難な低額所得者等に対して、居住の安定の確保を図ります。 

 

 

 

 

 

 

②公的賃貸住宅の適正な維持管理とコミュニティの形成 

  復興が進み、新たな被災者の入居が見込まれない復興公営住宅等を含め、公的賃貸住宅

を適切な居住環境に保ち、今後も効率的・効果的に長期間にわたって活用していくため、

予防保全の観点から住棟毎に活用計画及び修繕・改善の計画を定め、公的賃貸住宅の長寿

命化に向けた計画的な改善や更新、維持管理を行います。 

  また、良好で持続的なコミュニティを形成するため、子育て世帯などの多様な世帯の入

居促進、高齢者等が安心して生活できる環境整備、周辺住民との交流の場づくりを推進し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□公営住宅を始めとする公的賃貸住宅の適正な管理運営 

□高額所得者や収入超過者の退去促進 

□指定管理者制度を活用した効率的な管理と住民サービスの向上 

□高齢者や子育て世帯などの優先入居や住宅困窮度に応じた入居者選定の実施 

□県の公的賃貸住宅に係る長寿命化計画の策定と市町村の計画策定への技術的支援 

□公的賃貸住宅の長寿命化計画に基づく効率的、効果的な住戸改善、計画的な修繕、 

 建替等による供給量の確保 

□老朽化した公営住宅の計画的な用途廃止 

□公営住宅の建替とあわせた、団地内集会所、コミュニティ施設、広場等の整備 

□高齢者世帯等に配慮した住戸への改善 

□一人住まい高齢者の見守り体制の構築 
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③民間賃貸住宅等による居住の安定の確保 

  ファミリー世帯や子育て世帯、高齢者世帯、障がい者世帯等が一定水準の住宅に居住で

きる住宅市場の形成を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

□居住支援協議会による住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居への支援 

□住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業の普及と本事業を活用した民間賃貸住宅 

の改修に対する支援 

□民間事業者等が運営する地域優良賃貸住宅やサービス付き高齢者向け住宅等に対 

する的確な管理の誘導 

□地域優良賃貸住宅制度の活用による良質な民間賃貸住宅の供給促進 

指標 
現状 

（H25） 

目標値 

（H37） 

７ 最低居住面積水準未満率 

※最低居住面積水準：資料４ 
５．２％ 早期解消 
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２-２ 【活力】活力と魅力ある持続可能な地域社会の実現 

 

（４）良質な住宅ストックの形成 

 成熟した社会にふさわしい、豊かな住生活や持続的な地域づくりを実現するためには、こ

れまでの「造っては壊す住宅」ではなく、「良い住宅を造り、永く使うこと」が不可欠です。 

 また、永く使える住宅は、投資効率も良く、さらに、木材等に含まれる炭素を長期間固定

することから、低炭素社会の実現にも繋がります。 

 このため、永く使える良質な住まいづくりや、使い続けるためのリフォームを促進します。 

 

①永く使える良質な住まいづくりや適正な維持管理と計画的な修繕の促進 

社会的資産として世代を超えて活用できる良質な住宅ストックを形成するため、耐震性

能、省エネルギー性、バリアフリー性などの住宅性能が高く、住み心地のよい良質な住ま

いづくりを促進します。 

また、長期優良住宅の認定等に基づく適正な維持管理や計画的な修繕を促進します。 

さらに、民間のマンションなど区分所有となっている共同住宅に対しては、適切な維持

管理が持続できるよう、管理組合に対する情報提供や相談対応など適切な支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

□長期優良住宅認定制度を活用した良質な地域住宅の普及促進 

□低炭素建築物新築等計画の認定制度を活用した省エネルギー住宅の普及促進 

□県内の設計事務所や工務店など地域住宅産業の技術力の向上支援 

□住宅性能向上等に関する情報提供や相談対応 

□住宅性能表示制度の普及啓発 

□マンションなどの管理状況の把握 

□マンション管理組合への情報提供 

 

指標 
現状 

（H27） 

目標値 

（H37） 

８ 新築住宅における認定長期優良住宅の割合 １５．５％ ２４％ 
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②使い続けるための住宅リフォームの促進 

  良質な住宅ストックをより永く使い続けるため、住宅性能の向上や住み心地の良い住宅

への改修、リフォーム等を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

□技術講習会等による地域住宅産業のリフォーム技術の向上促進 

□福祉施策との連携による高齢者に対応したバリアフリー改修事業の促進 

□住宅の耐震診断と耐震改修の支援 

□住宅改修における国の省エネルギー促進税制・助成制度の普及啓発 

□建築物現況調査（インスペクション）の促進や瑕疵保険の普及 

□関係団体等との連携による適正なリフォーム工事の促進 

指標 
現状 

（H25） 

目標値 

（H37） 

９ 住宅の利活用期間（滅失住宅の平均築後年数） 約３４年 観測実況指標 

10 リフォーム実施戸数の住宅ストック戸数に対

する割合 
５．7％ ９％ 
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（５）地域資源を生かしたふくしま型の住まいづくり 

 持続可能な地域社会の構築を目指し、地域の生活を支える要素である「人や技術、資材な

ど地域の資源＝地域の宝」を改めて見直し、これらに誇りと愛着を持って活用するなど、地

域主導による資源・経済の循環、地域の再生という、より大きな視点から取り組んでいく必

要があります。 

 具体的には、本県の木材を始めとする良質な資材や大工・左官などの伝統的な技術を活用

するとともに、地域の人々が、地域の景観形成、まちづくり、環境保全へ積極的に関わって

いくことが地域経済の循環を促し、地域への誇りや愛着を育み、地域の活力や魅力を高める

ことに繋がります。 

 このため、「住まいに関わる地域の方々の協働による地域資源を生かした良質な住まいづ

くり＝ふくしま型の住まいづくり」を推進し、良質な県産木材等の円滑な提供や大工・工務

店、設計者などの技術力の向上により、持続可能な循環型社会の実現と関係団体の連携によ

る地域住宅産業の活性化に努めます。 

 

①地域の事業者の協働による地域資源を生かした良質な住まいづくり 

  資材生産者、製材業者、大工・工務店、電気・設備業者、設計事務所等の協働により、

ふくしま型の住まいづくりを促進します。 

また、県産木材等の地域資源を生かした住まいづくりを促進します。 

   

 

 

 

 

 

②関係団体との連携による地域住宅産業の活性化 

  地域の大工・工務店、設計事務所等が県民に活用されやすい環境づくりに向け、関係団

体と連携し、講習会の開催や勉強会への講師派遣などにより、大工・工務店等の技術力の

向上を支援します。 

  また、ホームページやメール等により、ふくしま型の住まいづくりに関する情報や住宅

施策に関する情報を広く提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□地域住宅産業等による良質な住まいづくりを推進する団体への支援 

□県産木材や県内で生産された資材等を使用した住宅への支援 

□金融機関との連携による住宅資金の金利優遇の構築 

□長期優良住宅制度を活用するための技術支援 

□福島県版木造住宅共通仕様書、ふくしまの家長期優良住宅の手引きの普及 

□「ふくしま型の住まいづくり」による展示住宅等の広報 

□住まいに関する施策情報等のメール配信 

指標 
現状 

（H25） 

目標値 

（Ｈ37） 

11 認定長期優良住宅における県内事業者の 

施工割合 
２２．０％ ３０％ 

12 新規着工のうち一戸建て住宅に占める 

在来木造住宅の割合 
７７．４％ ８０％ 
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③新技術を活かした木材等の県産材による住まいづくり 

  木材等の県産材に関する新技術は、県産材の需要創出に大きな期待が寄せられ、地域主

導による資源・経済の循環、地域再生の環境づくりに寄与すると考えられます。 

このため、安全性に配慮しつつ、「新技術を活用した木材等の県産材の生産・加工・流

通体制の構築」を目指し、新技術を活かした木材等県産材による住まいづくりを促進しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

□新技術を活用した木材等の県産材の利用促進への支援 

□新技術を活用した県産材加工施設整備に対する支援 

□素材生産と加工技術者の育成支援 

ウッドALCによる復興公営住宅（いわき市 関船団地） CLTによる共同住宅（湯川村 民間共同住宅） 

縦ログ工法による地域活動拠点・地域交流施設 

（南会津町 ほしっぱの家） 
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（６）空き家の有効活用や除却による居住環境の改善と定住・二地域居住の促進 

 耐震基準を満たさない老朽住宅・建築物が東日本大震災により損壊し、除却されたことで

空き家率は一時的に低下（平成２５年度住宅・土地統計調査）しましたが、人口・世帯の減

少等が続く見込みであることから、今後も空き家の増加、老朽化への対策等は大きな課題と

なっています。 

 空き家の増加は、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており

ます。 

 このため、平成２７年５月２６日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され

るなど、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空き家等の活用のための対

応が求められていることから、空き家の有効活用や除却による居住環境の改善と地域の活性

化や、空き家を活用した定住・二地域居住の促進に取り組みます。 

 

①空き家の適正な管理や除却による居住環境の改善と地域の活性化 

空き家となった住宅には、良質な木材等で建設された価値あるものもありますが、一方

で老朽化し地域の景観や居住環境を阻害するものもあります。 

このため、空き家の実態調査や適切な評価を実施し、適正な管理を行うとともに、必要

に応じて除却による居住環境の改善を行い、地域の活性化を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

②空き家の有効活用による定住・二地域居住等の促進 

定住や二地域居住に使用できる空き家や古民家の情報提供を行うとともに、住まいの設

計・施工や費用に関する相談対応を行います。 

また、空き家を活用して、定住・二地域居住及び被災者等の住宅再建を推進し、地域の活

性化や復興を進めるため、市町村の空き家実態調査、被災者等の空き家再生（改修）等に係

る費用に対し補助金を交付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

指標 
現状 

（H25） 

目標値 

（H37） 

1３ 空き家率 

※住宅総数（持家及び借家等）に対する空き家数

の比率 

１１．７％ 観測実況指標 

 

□地域づくりのための空き家の実態調査への支援 

□老朽化した空き家の除却による居住環境の改善の促進 

□地域における良質な空き家の様々な活用の促進 

□「福島県空家等対策連絡調整会議」において、広範かつ専門的な見地から情報提供

や技術的助言等を行うことで、市町村の計画的かつ円滑な空き家等対策を支援 

□定住や二地域居住を推進する関係団体等の支援及び連携の促進 

□空き家を活用した定住や二地域居住体験施設等の整備促進 

□空き家・ふるさと復興支援事業による空き家再生等の推進 

地域創生 
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（７）中心市街地や過疎・中山間地域の住みやすい居住環境の形成 

 中心市街地や一部のニュータウン等では、高齢化や人口・世帯の減少等から空き家、空き

地の増加、老朽化した住宅への対策等が課題となっています。 

一方、自然豊かな過疎・中山間地域等への移住希望者もあり、その受入れ環境の改善が求

められています。 

また、人口減少社会の到来等を見据え、社会資本の整備・管理の負担や環境負荷をできる

限り増大させないよう、良質な住宅ストック等を有効活用した、コンパクトで良好な居住環

境づくりが求められています。 

さらに、今後、被災者の自立再建に当たり、利便性の高い中心市街地等の空き地や郊外団

地の住宅ストック、過疎・中山間地域の空き家の活用を促進し、利便性や居住性が高い住宅

の取得、中心市街地等の活性化、過疎・中山間地域等における安心して暮らせる居住環境の

形成にも取り組みます。 

また、県外からの帰還者や二地域居住・ＵＩＪターン希望者、県内の移住希望者等に対し、

魅力ある理想の住まいを探し出せる環境や空き家や古民家を活用しやすい環境の形成に取

り組みます。 

 

①中心市街地活性化事業の促進 

  中心市街地活性化基本計画に位置付けられた事業を行う団体や民間事業者、産学官連携

による街なかの活性化に資する活動を行う団体等への情報提供や支援等を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

②市街地再開発事業の促進 

  中心市街地は、鉄道やバスの公共交通機関、道路や下水道を始めとする社会基盤が整備

され利便性が高いことから、住宅・建築物が老朽化し環境が悪化した区域において、市街

地再開発事業等による市街地再生を誘導します。 

 

 

 

 

 

  

□共同住宅と医療、介護施設等の複合的建築物の整備促進 

□街なかでのオープンスペース整備への支援 

□地域づくりに関する大学等研究・教育機関との連携の誘導 

□事業構築、支援等に関する相談対応 

□居住環境の改善等に資する市街地再開発事業への支援 

□民間事業者等への事業に関する情報提供 

□市街地再生に関する調査、研究の促進 

□事業構築、支援等に関する相談対応 
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③蔵や町屋の活用促進 

街なかなどに残されている古くからの蔵や町屋、街並みは、地域の文化が表現され、歴史

的な価値や風格を有するとともに、現在の周辺景観や暮らしを形成する重要な要素となって

います。これらを大切に保全・活用し、市街地の活力と地域の愛着を高める取組を促進しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

④情報の発信等による定住・二地域居住の促進 

定住や二地域居住に使用できる空き家や古民家の情報提供や住まいの設計・施工や費用に

関する相談対応を行うとともに、それぞれの地域に適した良質な住宅を取得できるよう支援

します。 

 

 

 

 

 

⑤地域コミュニティの再生と持続 

 現在住んでいる住宅や地域で長く暮らすことを希望する方が数多くいます。その意向を尊

重するとともに、既存コミュニティを持続するためにも、自宅で安心して生活できる住宅

や住み慣れた地域で集まって住む高齢者向け住宅の整備を促進します。 

また、定住・二地域居住の希望者に対して、既存コミュニティへの順応等を促進すると

ともに、関係団体やＮＰＯ等との連携等により、高齢者や子どもの安全な暮らしや、祭事

等伝統文化を支える地域コミュニティの再生と持続を促進します。 

 

 

 

 

 

 

  

□蔵や町屋の再生に関する技術向上の支援 

□蔵や町屋、街並みの活用に関する調査支援 

□良好な街並みを保存・形成するために行う蔵や町屋の修景に対する支援 

□歴史的価値のある建築物・工作物や古民家・蔵等の伝統的建築物等の保全・活用の 

促進 

□定住や二地域居住を推進する関係団体等の支援及び連携の促進 

□定住や二地域居住希望者等の良質な住宅取得への支援 

□高齢者向けの公的な賃貸住宅の供給促進 

□定住・二地域居住希望者のための体験施設等の整備と利用の促進 

□関係団体やＮＰＯ等との連携による地域コミュニティ活性化への取組の促進 

□地域包括支援センター等との連携による高齢者への住まい相談対応 
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（８）歴史、文化など地域特性を生かした街並みの形成 

 地域の歴史、文化、風土等の地域特性を再認識し、地域の景観形成、まちづくりに積極的

に関わっていくことは、豊かで潤いのある居住環境を形成し、地域への誇りや愛着を育み、

社会的資産としての長期的な居住環境の維持、持続可能な地域社会の形成に資するものです。 

 このため、地域の歴史、文化等の継承や発展に努めながら、県民、民間事業者、市町村、

県等の多様な主体の参加による、住まいや建築物による地域特性を生かした魅力ある街並み

の形成に努めます。 

 

①地域の歴史や文化、地域資源を生かしたまちづくりの促進 

  時間を重ねた住宅や景観は、地域に豊かさや潤い、安らぎを生み出します。このため、

居住環境を改善し、地域の文化や歴史、地域資源を生かした個性あふれるまちづくりを誘

導する「街なみ環境整備事業」等のまちづくり事業を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

②ゆとりと潤いのある住宅地区の形成と魅力あるまちづくりの促進 

小公園等のオープンスペースの確保や生垣化などの住宅地の緑化、公園、街路樹、緑道

など緑と水のネットワーク形成の誘導を図ります。 

    また、地域特性を生かした個性的で美しい景観が形成されるよう、地区計画、建築協

定、景観に関する条例等の積極的な活用を検討します。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

③美しい建築物や街並みに対する意識の高揚 

周辺環境と調和し景観上優れた建築物や、地域の資源を活用し良質でデザイン性に優れた

住宅等を顕彰し、その成果を広く周知することで、美しい街並みの形成を促進します。 

 

 

  

□街なみ環境整備事業等の推進 

□住民によるまちづくり協議会活動への支援 

□歴史的建築物や古民家など地域資源の調査や保存・活用への支援 

□歴史まちづくり法による歴史的風致維持向上計画認定の推進 

□市町村が策定するまちづくりに資する計画への支援 

□ヘリテージマネージャー（歴史的建造物の保全活用に関する専門家）の育成 

□周囲の景観への配慮や良好な居住環境を共有する住民協定の締結の支援 

□地区計画、建築協定、景観に関する条例等の導入の促進 

□住宅地の危険なブロック塀の撤去に対する支援 

□住宅地の緑化等に対する支援 

□福島県建築文化賞の実施 

□住まいづくりに関する顕彰事業等の促進 

指標 現状 目標値（Ｈ３７） 

1４ まちづくり協定地区数 

※市町村の景観条例やまちづくり条例に基づき

認定される等、市町村による一定の関与がある

もの（建築協定、緑化協定は除く） 

４６地区 

（Ｈ27） 
６５地区 
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２-３ 【思いやり】人と地域に思いやりを育む「ふくしま」の継承 

 

（９）環境やエネルギーに配慮した住まいづくり 

 原子力に依存しない社会づくりや地球温暖化の抑制に寄与する低炭素社会の実現を目指

すとともに、廃棄物の削減など環境やエネルギーに配慮した住まいづくりを推進します。 

 

①環境やエネルギーに配慮した低炭素社会の住まいづくり 

  本県が掲げる再生可能エネルギー推進ビジョンの目標達成に向け、全エネルギー消費量

の３０％強を占め、増加傾向を示す住宅・建築物部門における省エネルギー対策として、

省エネルギーや再生可能エネルギーの活用、リサイクルによる省資源、雨水循環や自然と

の調和などの環境に配慮した住まいづくり、永く使える住宅の普及など、低炭素社会の住

まいづくりを促進します。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

□省エネルギーや長寿命化に関する建築技術の普及 

□省エネルギー機器の導入や太陽光など再生可能エネルギーの活用促進 

□長期優良住宅制度を活用した良質な住宅の普及促進 

□低炭素建築物新築等計画の認定制度等を活用した省エネルギー住宅の普及促進 

□県産木材を活用した木造住宅の建設促進 

□省エネルギー住宅改修補助事業による既存住宅の省エネルギー化の推進 

指標 
現状 

（H25） 

目標値 

（H37） 

1５ 一定の省エネルギー対策を講じた住宅ストック

の比率 

※一定の省エネルギー対策：全部又は一部の窓に 

二重サッシ又は複層ガラスを使用すること 

３３．１％ ４５％ 
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 （10）子育てしやすい居住環境の形成 

 少子化が進展する中、子育て世帯や多子世帯が希望する住宅を選択・確保できる環境や子

どもを産み育てたいという思いを実現できる環境を整備し、安心して子育てできる住まいと

地域社会の形成を促進します。 

 また、今後の人口減少社会を見据えて、子育てへと繋がる若年世帯や新婚世帯にとって魅

力ある居住環境を形成することも重要です。 

①安心して子育てできる居住環境への改善 

  放射性物質による健康被害への不安等により、子育て世帯の県外流出が生じたことから、

住宅等の除染による安心できる居住環境の形成や、子育て世帯等に配慮した住宅の確保に

努めます。 

  また、子育て支援施設の整備など、定住や結婚・出産を希望する若年世帯が、地域で住

まうことができる環境の形成を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ユニバーサルデザインによる住まいづくり 

  多様な居住ニーズを考慮し、年齢、性別、身体的能力などの違いに関わらず、誰にとっ

ても安全・安心で利用しやすい住まいづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

□住宅等の除染の推進 

□既存公的賃貸住宅の活用や公的賃貸住宅の整備による子育て世帯、多子世帯等 

への供給促進 

□既存公営住宅の子育て世帯向け住戸への改修 

□公営住宅への子育て世帯の優先入居の推進 

□公営住宅団地内の集会所等を活用した子育て支援 

□多世代が同居・近居するための住まいづくりへの支援による子育て環境の確保等 

□住み替え可能な住宅情報を提供する仕組みづくりの検討 

□関係団体の連携・協働により、公営住宅等の建替事業等とあわせた子育て支援施設

等の整備の検討 

□「ふくしまユニバーサルデザイン推進計画」による住まいづくりの推進 

□「ふくしま公共施設等ユニバーサルデザイン指針」による居住環境づくりの推進 

□ＮＰＯ等民間団体と連携した住まいづくりにおけるユニバーサルデザインの推進 

指標 
現状 

（H25） 

目標値 

（H37） 

1６ 子育て世帯における誘導居住面積水準達成率 

※子育て世帯：構成員に18歳未満の者が含まれる世帯 

※誘導居住面積水準：資料３ 
４0．1％ ６０％ 

 

指標 
現状 

（H25） 

目標値 

（H37） 

1７ 共同住宅のうち、道路から各戸の玄関まで車椅

子・ベビーカーで通行可能な住宅ストックの比率 ５．９％ 観測実況指標 

 

地域創生 
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（11）高齢者が自立して暮らすことができる居住環境の形成 

 今後、高齢者世帯と単身高齢者が増加する中、安全に安心して生涯を送ることができるた

めの住宅の改善・供給や、希望する場所で住宅を確保し、日常生活圏において、介護・医療

のサービスや生活支援サービスが利用できる居住環境を実現し、高齢者、障がい者等が安心

して暮らせる住まいと地域社会の形成を促進します。 

 

① 地域包括ケアシステム構築の促進 

高齢者等が住み慣れた地域で生活を継続できるような包括的な支援・サービス提供体制

の構築等を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 高齢者等に対応した住宅改修 

高齢者等が住み慣れた地域で自立した生活を継続し、介護負担が軽減できるよう、福祉

施策と連携しながら、高齢者等に対応した住宅改修を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業等の高齢者等が安心して住宅を確保できる

環境づくりに対する支援 

□社会福祉協議会や地域包括支援センターと連携した高齢者の相談対応 

□福祉施策と連携した居宅サービス等の充実 

□福島県居住支援協議会の連携支援 

□公営住宅への高齢者世帯の優先入居の推進 

 

 

 

 

 

 

指標 
現状 

（H25） 

目標値 

（H37） 

1８ 高齢者（６５歳以上の者）の居住する住宅の 

一定のバリアフリー化率 
※一定のバリアフリー化：２箇所以上の手すり設置又は屋内の段差
解消に該当 

４１．９％ ６０％ 

１９ 高齢者（６５歳以上の者）の居住する住宅の 

高度なバリアフリー化率 
※高度のバリアフリー化：２箇所以上の手すり設置、屋内の段差解

消及び車いすで通行可能な廊下幅のいずれにも該当 
8．1％ 観測実況指標 

 

【居宅サービス等事業所】 
○高齢者が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスを提
供する事業所 

○具体的には訪問介護、訪問看護、通所介護、小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応
型訪問介護看護等のサービスを提供する事業所 

□高齢者等の住生活をより効果的に支える住宅改修の促進 

□既存公営住宅の高齢者世帯向け住宅への改修 
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③ サービス付き高齢者向け住宅や高齢者生活支援施設の誘導 

  高齢者等が集まって住むことにより、コミュニティを育み生活支援が容易に受けられる

よう、福祉・保健・医療政策との連携の下、サービス付き高齢者向け住宅の供給を促進し

ます。 

また、住宅団地の空地や高齢化率の高い住宅団地においては、高齢者生活支援の拠点と

なる施設整備を誘導します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（12）景観に配慮した住まいづくり 

 本県の豊かな自然、風景、文化、環境を守り育むため、景観や地域特性に配慮した住まい

づくりと居住環境の形成を促進します。 

 

①美しい景観と居住環境の形成 

  住まいや街並みにおける優れた景観は、地域住民による積極的な活動やこれまでの市町

村住宅マスタープラン等の取組により守り育てられてきたものであり、これら取組が継

承・発展できるよう、住民主体による個性的で美しい景観と居住環境の形成を促進します。 

 

 

 

 

 

 

  

□地区計画、建築協定、景観に関する条例に基づく制度の活用促進 

□県産木材等の地域資源の活用支援 

□歴史・気候・風土に根差した伝統的建築技術の伝承支援 

□住まいづくり顕彰事業等の支援 

 

 

整備された小公園（会津坂下町塔寺・気多宮地区） 

 

街並みの修景・道路の高質化 

（福島市飯坂地区） 

 

□高齢者居住安定化推進事業等を活用したサービス付き高齢者向け住宅の供給促進 

□住宅団地の空地等を活用したサービス付き高齢者向け住宅や生活支援施設の誘導 

 

 

 

 

 

【高齢者生活支援施設】 
○公的賃貸住宅等に居住する高齢者の生活を支援する施設 
○具体的には総合生活サービス窓口、情報提供施設、生活相談サービス施設、食事サービス施
設、交流施設、健康維持施設、介護関連施設、病院、診療所、訪問看護事業の用に供する施
設等 
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（13）住情報の共有や関係団体等との連携 

県民、民間事業者、市町村、県等の様々な主体が連携し、住まいやまちに関する幅広い情

報の収集・調査研究・教育・研修活動等を行いながら、様々な主体が協働できる環境づくり

を進めます。 

 

①住まいづくりに関する総合的な情報提供の推進 

  住まいの選択や取得、住まいの維持管理や住まい方、住まいに関する法令や制度など、

県民等へ提供する情報の充実を図り、インターネットやセミナー、見学会等の様々な方法

により情報提供を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②住まいに関する広報や教育・研修活動等の推進 

  住まいづくり、地域づくりに関する県民の理解や意識を一層高めるため、住まいに関す

る広報や教育・研修活動等を行います。 

 

 

 

 

 

③産学官連携による意見交換や懇談会等の継続的な開催 

  県民、民間事業者、市町村、県等が住まいや居住環境のあり方を共有できるよう、県内

の建築・住宅系教育機関、ＮＰＯや地域づくりグループとの協働や情報交換、地域毎の意

見交換会や懇談会、有識者による検討会議等を継続的に開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

□関係団体との共催による住まいに関する研修会の開催 

□小・中・高校への住まいに関する出前講座等の実施促進 

□県内の建築・住宅系教育機関、ＮＰＯや地域づくりグループとの協働や情報交換 

□地域毎の意見交換会や住宅懇談会、有識者による検討会議の開催 

□ホームページによる最新情報の発信 

□セミナーや見学会等による住まいに関する施策情報等の提供 

□関係団体との共催による住宅相談会の開催 

指標 
現状 

（H26） 

目標値 

（H37） 

2０ 県建築総室ホームページの閲覧者の満足度 

（評価者のうち「役に立った」と回答した者の割合） 
６７．８％ ７５．０％ 
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  本県は、南北方向３本の縦軸と東西方向３本の横軸の合計６本の連携軸の結節上に特色ある

「七つの生活圏」（県北、県中、県南、会津、南会津、相双、いわきの各地域）が形成され、そ

れぞれの軸に都市が分散した、多極分散型の県土構造となっています。 

  それぞれの圏域は、地域特性や被災状況等が異なることから、各圏域の実情に応じた住宅施

策を展開するため、全県的に取り組むべき共通事項のほかに、圏域毎に、県民や関係団体等の

理解と協力を得ながら、「重点的に取り組むべき事項」について、以下に示します。 

  また、「避難地域１２市町村」（田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内

村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村）については、各圏域と異なった住宅施策の展

開を必要とすることから、「重点的に取り組むべき事項」について、各圏域とは別に位置付ける

こととします。 

  

Ⅴ-３ 生活圏別施策の方向 

●七つの生活圏 ●避難地域１２市町村 

（H28.7.12時点） 
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（１）県北地域 

①現状・課題 

□県庁所在地である福島市を核に、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、

大玉村で構成された地域です。 

□人口は、平成１２年をピークに減少し、世帯数も平成１７年をピークに減少しています。

引き続き人口、世帯とも減少が続くと予測され、他の地域に比較して減少幅の大きな地域

となっています。 

□原子力災害により、一部の地域が避難指示区域に設定され、帰還に向けた居住環境の回復

が必要とされています。 

□原子力災害の影響により、子育て世帯を中心とした自主避難が続いており、人口流出によ

る地域活力の低下が懸念されています。 

□福島市などで中心市街地の空洞化・商業施設の郊外化が見られます。 

□開発から４０年を経過する郊外型住宅団地では、世代交代が進まず、高齢化の進行、人口

の減少、空き家の増加、コミュニティの希薄化等、様々な問題が顕在化しています。 

□福島市においては、第二期中心市街地活性化基本計画の認定を受け、商業施設や高齢者向

け住宅等の整備が予定されています。 

 

②重点的に取り組むべき事項 

□被災者の居住環境向上に向け、住宅再建への支援や復興公営住宅等の整備が不可欠です。 

□子育て世帯等の帰還を支援する施策が必要です。 

□安全で安心に生活できる居住環境を回復するために、住宅等の除染が必要です。 

□被災した住宅の再建や改修、既存住宅の耐震化が重要です。 

□中心市街地活性化や増加する高齢者の生活利便性を高めるため、街なか居住の推進が有効

です。また、狭い賃貸住宅で暮らす子育て世帯と広い持ち家で暮らす高齢者単独世帯の住

み替え誘導についても検討が必要です。 

□郊外型住宅団地においては、団地住民、ＮＰＯ等による地域再生の取組も開始されており、

地域コミュニティの活性化や生活支援サービス拠点施設の誘導が求められています。 

 

（２）県中地域 

①現状・課題 

□商都といわれる郡山市と、連たんする須賀川市を核に、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、

玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町で構成された地域です。 

□人口は、平成１２年をピークに減少していますが、世帯数は、平成２７年をピークに減少

していくことが予測されます。 

□郡山市、須賀川市や鏡石町などで地震による住家被害が多数見受けられます。 

□原子力災害により、一部の地域が避難指示区域に設定され、帰還に向けた居住環境の回復

が必要とされています。 

□原子力災害の影響により、子育て世帯を中心とした自主避難が続いており、人口流出によ

る地域活力の低下が懸念されています。 

□中心市街地の賑わい創出が課題となっています。 
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□須賀川市においては、中心市街地活性化基本計画の認定を受け、高齢者向け住宅等の整備

が予定されています。 

□中山間地域では、高齢化率も高く、介護サービスも限定されている状況です。 

 

②重点的に取り組むべき事項 

□被災者の居住環境の向上に向け、住宅再建への支援や復興公営住宅等の整備が不可欠です。 

□子育て世帯等の帰還を支援する施策が必要です。 

□安全・安心に生活できる居住環境を回復するために、住宅等の除染が必要です。 

□被災した住宅の再建や改修、既存住宅の耐震化が重要です。 

□空き家を活用した高齢者支援、地域コミュニティのための施設誘導や二地域居住等の推進

を図ることが重要です。 

□中山間地域では、高齢化率が高く、持ち家率も高いことから、高齢者住宅の耐震改修、断

熱改修、バリアフリー化等を進めることが効果的です。 

□中心市街地の活性化や空き賃貸住宅のサービス付き高齢者向け住宅や子育て世帯に適し

た住宅への転用などを検討する必要があります。 

 

（３）県南地域 

①現状・課題 

□首都圏と隣接し、東北の玄関口ともいわれる白河市を核に、西郷村、泉崎村、中島村、 

矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村で構成された地域です。 

□人口は、平成７年をピークに減少しており、世帯数も平成１７年をピークに減少しています。

人口、世帯数とも減少していますが、その傾向は緩やかです。 

□自然、歴史、伝統といった観光資源に恵まれた地域です。 

□阿武隈山系の地域では、高齢化率も高く、古い住宅に高齢者が広範囲に分散して居住して

いる状況です。 

□白河市においては、第二期中心市街地活性化基本計画の認定を受け、商業施設や公共施設、

住宅等の整備が予定されているほか、景観計画や歴史的風致維持向上計画を策定し、良好

な歴史的街並み景観の形成に努めています。 

□白河市などで地震による住家被害が多数見受けられます。 

□原子力災害による放射性物質への不安を解消するため、居住環境の回復が必要です。 

 

②重点的に取り組むべき事項 

□被災した住宅の再建や改修、既存住宅の耐震化が重要です。 

□民間賃貸住宅の少ない中山間地域では、低額の家賃で高齢者が優先的に入居できる公的賃

貸住宅の供給を検討する必要があります。 

□景観に配慮した街なみの形成や伝統的建築物の保存・活用など、地域資源を活用した取組

をより一層推進する必要があります。 

□福祉部局と連携し、高齢者等が生きがいを持てる居住環境の整備や地域コミュニティの形

成のため、サービス付き高齢者向け住宅等の供給を支援することが望まれています。 

□安全・安心に生活できる居住環境を回復するために、住宅等の除染が必要です。 
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（４）会津地域 

①現状・課題 

□城下町である会津若松市を核に、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、 

会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町で構成された地域で

す。 

□人口は、昭和６０年から既に減少傾向にあり、世帯数は、平成１７年をピークに減少し

ています。高齢化率が高く、県内で最も人口の減少幅が大きい地域です。 

□城下町として、歴史と伝統に培われた地域であり、自然環境にも恵まれた観光地です。 

□持ち家率が高く、１住戸あたりの面積が大きい地域です。 

□老朽化した空き家が多く見受けられます。 

□会津若松市においては、中心市街地活性化基本計画の認定を受け、商業施設や高齢者向

け住宅等の整備が予定されています。 

 

②重点的に取り組むべき事項 

□高齢化率が高く、持ち家率も高いこと、また寒冷地であることから、高齢者住宅の耐震改

修、断熱改修、バリアフリー化等を進めることが重要です。 

□中山間地域は積雪量が多く、古い住宅に高齢者が分散して居住している状況から、冬期の

安全な生活を確保するため、高齢者向け賃貸住宅の誘導が不可欠です。 

□景観に配慮した街並みの形成や伝統的建築物の保存・活用、自然環境との調和した景観形

成など、歴史と自然を大切にする地域づくりが重要です。 

□美しい自然や調和のとれた美しい街並みを活用し、定住人口の増加を図ることが重要です。 

□老朽化した空き家の除却や活用など、空き家対策を促進する必要があります。 

 

（５）南会津地域 

①現状・課題 

□自然豊かな地域であり、南会津町を核として、下郷町、只見町、檜枝岐村で構成される 

地域です。 

□人口は、昭和６０年から既に減少傾向にあり、世帯数も平成１２年をピークに減少してい

ます。高齢化率は県内で最も高く、人口は今後とも減少化が続くと予測されますが、比較

的、減少幅は小さい地域です。 

□伝統に培われた地域コミュニティが維持されている地域です。 

□住宅の規模は大きく、伝統的工法による住宅、住宅群も残っています。 

 

②重点的に取り組むべき事項 

□高い高齢化率、高い持ち家率、コミュニティの状況等から高齢者住宅の断熱改修、バリア

フリー化や住宅を維持するための支援が必要です。 

□積雪量が多く、古い住宅に高齢者が広く分散して居住していることから、安否確認システ

ムや見守り支援、除雪支援などのソフト事業を推進する必要があります。 

□美しい自然、伝統的建築物群を活用し、二地域居住や観光交流等を推進することが効果的

です。 
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□豊かな森林資源の活用及び風土に根差した伝統的な建築技術を伝承することが求められ

ます。 

 

（６）相双地域 

①現状・課題 

□比較的温暖で降雪の少ない太平洋側の相馬市と南相馬市の２市を核として、広野町、楢葉

町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町と、阿武隈山系の川内村、葛尾村、飯舘村

から構成された地域です。 

□人口は、平成７年をピークに減少しており、世帯数も平成１７年をピークに減少していま

す。 

□地震・津波により沿岸部を始め、地域全体が甚大な被害を受けるとともに、原子力災害に

よる避難指示区域等の設定により多くの住民が避難を余儀なくされ、多数の市町村で地域

社会全体に空白が生じるなど、深刻な被害が継続しており、先の見通しが困難な状況です。 

□県内外に離散し避難生活を余儀なくされていることから、地域のきずなを育むコミュニテ

ィの維持・再生が課題となっています。 

□津波被害を受けた地区では、防災集団移転事業による移転が進められている一方、宅地不

足、地価高騰、及び作業員や資材の不足が、住宅再建の課題となっています。 

□被災した老朽家屋の解体が進んだことにより、家賃の低廉な民間賃貸住宅が少ない状況に

あり、住宅を再建できない高齢者等の住まいの確保が必要となっています。 

 

②重点的に取り組むべき事項 

□帰還に向けて、また、安全で安心に生活できる居住環境を回復するために、住宅等の除染、

インフラの復旧と総合的なコミュニティの再構築が喫緊の課題です。 

□被災者の生活の安定を図るため、住宅再建への支援や復興公営住宅等の整備が喫緊の課題

となっています。 

□被災した住宅の再建や改修、既存住宅の耐震化が重要です。 

□ふるさとへ被災者が帰還するまでの一時的な生活拠点として、既存コミュニティにも配慮

した住まいづくりが重要な課題となっています。 

□帰還する際の住宅補修、改修への支援が求められています。 

□老朽化した危険な空き家の除却、帰還できない方々の空き家の見守りや維持管理など、空

き家対策を促進する必要があります。 

□避難指示区域においては、引き続き、津波被災地からの集団移転を進める必要があります。 

  

（７）いわき地域 

①現状・課題 

□本県で最も広い区域をもつ、いわき市からなる地域です。 

□人口は、平成１２年をピークに、世帯数も平成１７年をピークに減少しています。 

□太平洋側は温暖な気候であり、降雪はほとんどありません。 

□地震・津波による住家被害が多数見受けられます。 

□安全で安心に生活できる居住環境を回復するために、住宅等の除染が喫緊の課題です。 
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□多くの民間賃貸住宅が仮設住宅として借り上げられたことにより、民間市場における賃貸

住宅が極端に不足する問題が生じています。 

□被災者が住宅再建のため宅地を購入していることから、宅地不足や宅地価格が高騰する傾

向が生じています。 

□避難者や原発事故の作業員を多く受け入れており、様々な課題を始め、避難者と地元住民

との良好な関係が求められています。 

    

②重点的に取り組むべき事項 

□公営住宅戸数が最も多い地域ですが、老朽化が進んでいることから、計画的かつ適切な改

修・集約等により、既存住宅の有効活用や建替を進めることが不可欠です。 

□高齢化が進む住宅団地では、生活支援施設の誘導を検討する必要があります。 

□市街地における都市機能の集約、中山間地域の利活用、郊外大規模団地の維持・再生など、

地域特性に応じた地域づくりを進める必要があります。 

□被災した住宅の再建や改修、既存住宅の耐震化が不可欠です。 

□津波被災地からの集団移転を進める必要があります。 

□被災者の生活の安定を図るために住宅再建への支援や復興公営住宅等及びそれに対応し

たインフラの整備が求められています。 

□ふるさとへ被災者が帰還するまでの一時的な生活拠点として、既存コミュニティにも配慮

した住まいづくりが求められています。 

□復興公営住宅の整備地においては、団地周辺の地元住民との円滑なコミュニティを形成す

るための配慮が必要です。 

□宅地不足や宅地価格が高騰する状況を改善するため、迅速かつ効果的な措置が求められて

います。 

 

（８）避難地域１２市町村 

①現状・課題 

□避難指示を受けた田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、

双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村の１２市町村です。 

□地震・津波により沿岸部を始め、地域全体が甚大な被害を受けるとともに、原子力災害に

よる避難指示区域等の設定により多くの住民が避難を余儀なくされ、多数の市町村で地域

社会全体に空白が生じるなど、深刻な被害が継続しており、先の見通しが困難な状況です。 

□地震・津波の被災や原子力災害により、避難を続けている被災者の生活の安定に向け、引

き続き住宅の整備が必要です。 

□大きく減少した人口は、避難指示の解除が進む中で、居住人口の回復は緩やかであり、帰

還を促進する居住環境整備が必要とされています。 

□避難指示区域等の除染、被災家屋の解体等、帰還に向けた準備が進められています。 

□県内外に離散し避難生活を余儀なくされていることから、地域のきずなを育むコミュニテ

ィの維持・再生が課題となっています。 
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②重点的に取り組むべき事項 

□帰還に向けて、また、安全で安心に生活できる居住環境を回復するために、避難指示区域

等の除染、インフラの復旧と総合的なコミュニティの再構築が喫緊の課題です。 

□被災者の生活の安定を図るため、住宅再建への支援や復興公営住宅等の整備が喫緊の課題

となっています。 

□帰還する際の住宅補修、改修への支援が求められています。 

□老朽化した危険な空き家の除却、帰還できない方々の空き家の見守りや維持管理など、空

き家対策を促進する必要があります。 

□住宅、役場機能、商業施設、医療機関など、暮らしに必要不可欠な機能を備えたまちづく

りに向け、復興拠点相互に連携・補完した取組により、広域的な機能を有する拠点の整備

を進めるとともに、仮設住宅等からの移転支援や継続的な情報提供等による帰還支援が必

要です。 

□帰還する住民の受け皿として、既存公営住宅等の修繕・改修や帰還のための公的賃貸住宅

の整備が必要です。 

□高齢者への対応として、復興公営住宅等での高齢者サポートや高齢者に適した住まいの確

保が必要です。 

□仮設住宅等においては、引き続き、生活相談支援員等を通じてコミュニティの維持・確保

に向けた取組を支援し、復興公営住宅等にはコミュニティ交流員を配置してコミュニティ

の維持・形成を図ることが重要です。 
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＜設定方針＞・・・・住宅施策の達成状況を定量的に測定するために設定 

①現計画に位置付けられた指標は、今後も達成状況を測定していくこととし設定を継続。 

②新設指標は、住宅の再生・復興や社会情勢の変化への対応の視点から重要なものを設定。 

③統計データにより現状把握・フォローアップが可能なものを設定。 

④国の指標の設定状況を参考として設定。（目標値、観測実況指標の設定など） 

基本 

方針 

番 

号 
成果指標 現状 

目標値 

（Ｈ37） 

継続：○ 

新設：● 

移行：□ 

国：△ 

独自：▲ 

１ 復興・再生  

 

生活再建の 

基盤となる 

住宅の確保 

１ 県内の応急仮設住宅等での居住世帯数 22,699世帯 

（H28.3.31現在） 
早期解消 ○ ▲ 

２ 災害公営住宅供給戸数 

（り災者向け） 

2,600戸 

（H28.3.31現在） 

2,807戸 

（H28） 

※１ 

○ ▲ 

３ 復興公営住宅供給戸数 

（避難者向け） 

1,167戸 

（H28.3.31現在） 

4,890戸 

（H29） 

※２ 

○ ▲ 

２-１ 安全・安心 

 

安全で安心できる

快適な住まいと 

地域の形成 

４ 新耐震基準（昭和５６年基準）が求める 

耐震性を有しない住宅ストックの比率 

18.4% 

(H25) 
概ね解消 ○ △ 

５ 新築住宅における住宅性能表示の実施率 18.0% 

(H25) 

観測実況

指標 
□ △ 

６ 既存住宅の流通シェア 

（既存住宅の流通戸数の新築を含めた 

全流通戸数に対する割合）                                                                                                                                  

※既存住宅の流通戸数＝住み替えを 

伴う既存住宅の売買戸数 

10.2% 

(H25) 
12% ○ △ 

７ 最低居住面積水準未満率 

※最低居住面積水準：資料４ 

5.2% 

(H25) 
早期解消 ○ △ 

８ 新築住宅における認定長期優良住宅の 

割合 

15.5% 

（H27） 
24% ○ △ 

２-２ 活力 

 

活力と魅力ある 

持続可能な 

地域社会の実現 

９ 住宅の利活用期間 

（滅失住宅の平均築後年数） 

約 34年 

(H25) 

観測実況

指標 
□ △ 

１０ リフォーム実施戸数の住宅ストック戸数に

対する割合 

※リフォーム：増改築、修繕又は模様替え

を行うこと 

5.7% 

(H25) 
9% ○ △ 

※１：平成 28年 3月 31日現在の被災市町村による供給計画の集計のため、今後見直される可能性がある。 

※２：避難住民意向調査の結果等を踏まえた第二次福島県復興公営住宅整備計画で定める整備戸数であり、今後、再度の

住民意向調査や意向確認作業等による修正を重ねながら精度を高め、必要に応じて整備計画を見直していく。 

Ⅴ-４ 目標の達成状況を定量的に測定するための指標 
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基本 

方針 

番 

号 
成果指標 現状 

目標値 

（Ｈ37） 

継続：○ 

新設：● 

移行：□ 

国：△ 

独自：▲ 

２-２ 活力 

 

活力と魅力ある

持続可能な 

地域社会の実現 

１１ 認定長期優良住宅における県内事業者の

施工割合 

22.0% 

(H25) 
30% ○ ▲ 

１２ 新規着工のうち一戸建て住宅に占める 

在来木造住宅の割合 

77.4% 

(H25) 
80% ○ ▲ 

１３ 

 

空き家率 

※住宅総数（持家及び借家等）に対する空

き家数の比率 

11.7％ 

(H25) 

観測実況

指標 
● △ 

１４ まちづくり協定地区数 

※市町村の景観条例やまちづくり条例に

基づき認定される等、市町村の一定の関

与があるもの(建築協定、緑化協定は除く) 

46地区 

(H27) 
65地区 ○ ▲ 

２-３ 思いやり 

 

人と地域に 

思いやりを育む 

ふくしまの継承 

１５ 一定の省エネルギー対策を講じた住宅ス

トックの比率 

※一定の省エネルギー対策：全部又は一

部の窓に二重サッシ又は複層ガラスを

使用すること 

33.1% 

(H25) 
45% ○ ▲ 

１６ 高齢者（６５歳以上の者）の居住する住宅

の一定のバリアフリー化率 

※一定のバリアフリー化：２箇所以上の手

すり設置又は屋内の段差解消に該当 

41.9% 

(H25) 
60% ○ △ 

１７ 高齢者（６５歳以上の者）の居住する住宅

の高度なバリアフリー化率 

※高度のバリアフリー化：２箇所以上の手

すり設置、屋内の段差解消及び車いす

で通行可能な廊下幅のいずれにも該当 

8.1% 

(H25) 

観測実況

指標 
□ △ 

１８ 子育て世帯における誘導居住面積水準 

達成率 

※子育て世帯：構成員に 18歳未満の者が

含まれる世帯 

※誘導居住面積水準：資料３ 

40.1% 

(H25) 
60% ○ △ 

１９ 共同住宅のうち、道路から各戸の玄関ま

で車椅子・ベビーカーで通行可能な住宅ス

トックの比率 

5.9% 

(H25) 

観測実況

指標 
□ △ 

２０ 県建築総室ホームページの閲覧者の 

満足度 

67.8% 

(H27) 
75% ○ ▲ 
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民間賃貸住宅
民間持家住宅
（新築・補修）

Ａ
地震・津波災害（注1）

(り災者)
計画戸数
（実績）

２，８０７戸
（２，６００戸）

１，３００戸 ４，５９０戸 －戸
８，７００戸

（３，６００戸）
（注２）

Ｂ
原子力災害（注３）

（居住制限者）

計画戸数
（実績）

４，８９０戸
（１，１６７戸）

２，１８０戸 １５，２３０戸 １３，７００戸
３６，０００戸

（３３，７００戸）
（注４）

Ｃ 避難解除区域等（注５）
（自主避難者含む）

計画戸数
（実績）

３１５戸
（２０戸）

２，３１０戸 １６，１７０戸 －戸
１８，８００戸
（３，２００戸）

（注６）

計画戸数
（実績）

８，０１２戸
（３，７８７戸）

（注７）

５，７９０戸
（１，６９１戸）

（注７）

３５，９９０戸
（１８，７２３戸）

（注７）
１３，７００戸

６３，５００戸
（４０，５００戸）

（注７）
合　　　　計

復興公営住宅
等

自立再建
その他

親戚等・未回答

仮設住宅等へ
居住している
被災世帯合計
（県内・県外）

資料：福島県（復興公営住宅等の計画戸数及び実績は、平成２８年３月末の戸数）
※１　民間賃貸住宅の自立再建実績は、平成２８年３月末の生活再建支援金の加算支援金（賃貸）の申請件数
※２　民間持家住宅の自立再建実績は、平成２８年３月末の生活再建支援金の加算支援金（新築・補修）の申請件数
（注）※１及び※２は被災者の区分別の内訳が無いため、合計のみ記載

居住形態

被災者の区分

公 

 

公営住宅の供給目標量について、住生活基本計画（全国計画）の「公営住宅の供給の

目標量の設定の考え方（資料５）」に基づき、下記のとおり設定します。 

 
前期５年間 

（平成２８～３２年度） 

１０年間合計 

（平成２８～３７年度） 

一般公営住宅（低額所得者向け）（注１） ６，８００戸 １５，０００戸 

災害公営住宅（注２）   ２００戸    ２００戸 

公営住宅供給目標量（上記計） ７，０００戸 １５，２００戸 

（注１）一般公営住宅の供給は、主として既存公営住宅の空き家募集による（戸数は 100戸単位でまるめている）。 

（注２）り災市町村による計画戸数（戸数は 100戸単位でまるめているため、V-6表とは一致しない）。（H28年 3月.末現在） 

 

上記のほか、復興公営住宅を下記のとおり供給します。 

復興公営住宅（注３） ４，８９０戸（平成２９年度まで） 

（注３）「第二次福島県復興公営住宅整備計画」の計画戸数。 

 

 

復興住宅（公営・民間）の計画戸数と実績は下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ-６ 復興住宅の計画と実績 

 

Ⅴ-５ 公営住宅の供給目標量 
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■公営住宅の供給目標量の算定内訳 

 ●供給の考え方 

計画期間（１０年間）において、居住の安定の確保を図るべき世帯数を充足する

よう、既存公営住宅の空き家募集や、建替等による供給目標量を設定します。 

居住の安定の確保を図るべき世帯数の算定において、避難指示区域内の世帯は、

別途供給することとするため、復興公営住宅の新規の供給量とともに除いています。 

また、復興公営住宅・災害公営住宅について、復興が進み、新たな被災者の入居

が見込まれない後に行う空き家募集は供給量に含めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●まとめ 

（１）１０年間の公営住宅等の供給目標量を１６，０００戸と見込みます。 

（２）公営住宅の空き家募集による供給目標量は以下のとおりです。（（１）の内数） 

既存県営住宅：３，２６０戸     復興後の復興公営住宅：４９０戸 

既存市町村営住宅：１０，０００戸  復興後の災害公営住宅：４１０戸 

（３）空き家募集のみでは供給量が不足する見込みであるため、新規建設・建替等に 

よる整備を８４０戸実施していく必要があります。（（１）の内数） 

（４）特に対応を要する高齢者・子育て世帯については、以下の戸数の供給を確保す 

るため、県と市町村が共通認識のもと、優先入居をより積極的に実施します。 

（（１）の内数） 

高齢者：３，６００戸   子育て：２，２５０戸  
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（１）復興・再生を加味した上での各主体の担うべき役割 

地域に根差した豊かな住生活は、県民自らの責任による選択と努力によって実現す

ることが基本となります。 

このため、県と市町村は、県民が多様な価値観やライフスタイルに応じた、豊かで

魅力ある住生活を実現するための環境を整備する必要があります。 

また、東日本大震災や原子力災害により被災した本県の住宅再建や地域の復興・再

生を進めていくためには、県民の参加と協力のもと、民間事業者、ＮＰＯ、市町村、

県等が連携し、ネットワークを形成しながら各種施策を展開し、住まいの向上や地域

づくりに努めていくことが不可欠です。 

このため、良好な居住環境づくりに向けた役割分担をこの計画に位置付けます。 

 

 ①県民の役割 

住宅は、個人の私的生活の場であるだけでなく、豊かな地域社会を形成する上で重

要な社会的資産としての性格を持っています。 

このため、住宅市場の多くを占める県民が所有・管理する住宅の果たす役割は大き

く、県民は、住宅の質や性能等の向上・安定に努めるとともに、社会的資産として求

められる住宅や居住環境の在り方に配慮し、地域に根差した豊かな住生活の実現に努

めていくことが重要です。 

また、住まいづくりや地域づくりの活動主体として、ボランティア活動や関連団体

と連携した活動を通した地域の居住環境の形成やまちづくりへの積極的な参加が望

まれます。 

  

②民間事業者の役割 

  民間事業者は、自らが住宅の安全性その他の品質又は性能の確保について最も重要

な責任を有していることを自覚し、住宅の設計、建設、販売及び管理の各段階におい

て住宅の安全性その他の品質又は性能を確保するために必要な措置を適切に講じる

ことが重要です。 

また、健全な住宅市場の形成と住宅流通の円滑化に努めるとともに、地域の資源や

人材を活用した、ふくしま型の住まいづくりにおける地産地消を推進するなど地域社

会の再生へ貢献することが望まれています。 

 

③ＮＰＯの役割 

  ＮＰＯは、半公共的な立場から果たすべき役割は多岐にわたっており、特に、地域

づくりや社会教育、消費者保護の分野においては、住宅の維持・管理に関する情報提

供の支援等を行うとともに、県民と行政との橋渡し役としての役割等も期待されてい

ます。 

 

Ⅴ-７ 総合的かつ計画的な施策の推進 
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④市町村の役割 

  市町村は、住民の住生活に最も密着した行政機関であり、地方の自主性が高まる中

で、住宅行政の主体として住民の住宅ニーズや地域の課題を的確に把握し、地域の暮

らしの安心や豊かさの確保を図る必要があります。特に、地域の歴史、文化等の地域

特性に合った住まいづくりや都市計画及び福祉等と連携した総合的な住宅政策を推

進していくことが望まれます。 

  また、民間住宅市場において自力で適切な住宅の確保が困難な低額所得者等の居住

の安定に向け、公営住宅供給等の施策を通じて、住まいのセーフティネット機能の確

保に関して主体的役割を担うことが重要です。 

さらに、東日本大震災・原子力災害による地域の社会経済情勢の変化を踏まえ、住

生活基本計画を市町村毎に策定することがより必要となっています。 

  

⑤県の役割 

  県は、東日本大震災や原子力災害を踏まえ、広域的、長期的視点に立った住宅政策

を総合的かつ計画的に推進し、市場のルールを含め、県民が生活していく上で最低限

必要な公共サービス（リージョナルミニマム）の設定と実現、良好な住まいや居住環

境の復興・再生を目指していきます。 

このため、県土全体を視野に入れた住生活基本計画の策定を通じて、住まいのある

べき姿を示し、その達成に向けた県民、民間事業者、ＮＰＯ、市町村、県等の役割分

担と連携・支援の在り方を提案し、これらを広く発信しながら、自ら講ずべき住宅施

策を着実に実施していきます。 

また、社会経済情勢の変化や県民の多様なニーズに、柔軟・迅速に様々な方法で対

応できるよう、市町村と連携して公共サービスの質を高めるとともに、民間住宅市場

の環境整備・誘導に努めます。 

 

（２）住宅政策を推進するための体制づくり 

  東日本大震災や原子力災害からの復興・再生を含め、地域の課題に対応した住宅政

策を推進するためにも、本計画で示した施策や関連分野の施策を、住宅担当部局や他

の担当部局が個別に実施するのではなく、都市計画、福祉、産業、環境、教育などの

関連行政分野との連携を一層強化しながら、計画の実現に向けて推進していきます。 

さらに、住宅行政をより一層推進していくため、住まいに関わる様々な関係団体等

と、より一層連携できる体制づくりを進めていきます。 

 

（３）市町村の取組の強化と連携・支援 

  住宅事情は地域により異なることから、県民のニーズ、地域の住宅事情に応じて的

確に対応することが必要であり、地域づくりや福祉行政を担う基礎自治体である市町

村が住宅行政に果たす役割は、極めて重要になります。 

また、東日本大震災や原子力災害から地域の復興・再生を実現する上で、各市町村

の住宅政策や住宅に関する計画は非常に重要であることから、市町村においては、市
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町村住生活基本計画や住宅マスタープランの策定に主体的に取り組むとともに、県と

の連携を図りながら、地域に根差した住まいづくり、地域づくりを積極的に推進して

いくことが重要です。 

  また、県においては、市町村との連携を深めながら、住生活基本計画等に基づく市

町村の住宅行政が円滑に推進されるよう、的確な情報提供や、計画策定及び計画に基

づく事業への支援・助言を行っていきます。 

 

（４）情報提供・相談窓口の設置 

  本計画における住宅政策を推進するためには、県民、民間事業者、ＮＰＯ、市町村、

県等の連携・協働が不可欠です。このため、県民や民間事業者などが住まいと地域づ

くりに対して関心や基礎的な知識を持つことが重要な課題となっています。 

  これらの認識のもと、県民や民間事業者など県内で活動する様々な主体が、住まい

と地域づくりに関して知識や理解を深め、住まいに関する情報収集や相談を受けるた

めの体制づくりを進めます。 

 

（５）計画の進行管理 

  県民ニーズや社会経済情勢の変化に的確に対応し、計画の効果的な実現を図るため、

課題の把握や対策の検討、施策の見直しや進行管理を行います。 

  特に、原子力災害の収束状況や避難指示区域の見直し状況等を注視しながら、社会

経済情勢の急激な変化等に柔軟かつ適切に対応できるよう、必要が生じた場合には、

時期にとらわれることなく見直しを行います。 

具体的には、社会経済情勢や地域の状況、住生活等に関する基礎的データを随時、

把握・分析するとともに、地域住宅懇談会等を開催し、現状や課題を共有しながら、

課題の解決に向けて関係者が一丸となった取組を行います。 

 

臨機応変に 

計画を見直し 
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        付属資料編 

 

         資料１ 住宅性能水準 

         資料２ 居住環境水準 

         資料３ 誘導居住面積水準 

         資料４ 最低居住面積水準 

         資料５ 公営住宅の供給の目標量の設定の考え方 
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資料１ 住宅性能水準（住生活基本計画（全国計画）より抜粋） 

 住宅性能水準は、居住者ニーズ及び社会的要請に応える機能・性能を有する良好な住

宅ストックを形成するための指針となるものであり、その内容は以下のとおりとする。 

 

１ 基本的性能 

（１）居住室の構成等 

① 各居住室の構成及び規模は、個人のプライバシー、家族の団らん、接客、余暇

活動等に配慮して、適正な水準を確保する。ただし、都市部における共同住宅

等において都市における利便性を考慮する場合は、個人のプライバシー、家族

の団らん等に配慮して、適正な水準を確保する。 

② 専用の台所その他の家事スペース、便所（原則として水洗便所）、洗面所及び浴

室を確保する。ただし、適切な規模の共用の台所及び浴室を備えた場合は、各

個室には専用のミニキッチン、水洗便所及び洗面所を確保すれば足りる。 

③ 世帯構成に対応した適正な規模の収納スペースを確保する。 

（２）共同住宅における共同施設 

① 中高層住宅については、原則としてエレベーターを設置する。 

② バルコニー、玄関まわり、共用廊下等適正な広さを確保する。 

③ 集会所、子供の遊び場等の設置及び駐車場の確保に努める。 

④ 自転車置場、ゴミ収集スペース等を確保する。 

 

２ 居住性能 

（１）耐震性等 

   想定される大規模地震・暴風等による荷重・外力に対し、構造躯体が倒壊等に至

らないように、耐震性能を含む構造強度について、適正な水準を確保する。 

（２）防火性 

   火災に対して安全であるように、延焼防止及び覚知・避難のしやすさについて、

適正な水準を確保する。 

（３）防犯性 

   外部からの進入を防止するため、出入口や窓等の侵入防止対策等について、適正

な水準を確保する。 

（４）耐久性 

   長期の安定した居住を可能とする耐久性を有するように、構造躯体の劣化防止に

ついて、適正な水準を確保する。 

（５）維持管理等への配慮 

   設備配管等の維持管理・修繕等の容易性について、適正な水準を確保する。また、

増改築、改装及び模様替えの容易性について、適正な水準を確保する。 
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（６）断熱性等 

   快適な温熱環境の確保が図られるように、結露の防止等に配慮しつつ、断熱性、

気密性等について、適正な水準を確保する。また、住戸内の室温差が小さくなるよ

う、適正な水準を確保する。 

（７）室内空気環境 

   清浄な空気環境を保つため、内装材等からの化学物質、石綿等の汚染物質発生防

止、換気等について、適正な水準を確保する。 

（８）採光等 

   窓等の外壁の開口部からの採光等について、適正な水準を確保する。 

（９）遮音性 

   隣接住戸、上下階住戸からの音等が日常生活に支障とならないように、居室の界

床及び界壁並びに外壁の開口部の遮音について、適正な水準を確保する。 

（10）高齢者等への配慮 

   加齢による一定の身体機能の低下等が生じた場合にも基本的にはそのまま住み

続けることができるように、住戸内、共同住宅の共用部分等について、段差の解消、

手すりの設置、廊下幅の確保、便所の配置等に関し、日常生活の安全性及び介助行

為の容易性について、適正な水準を確保する。 

（11）その他 

   家具等の転倒の防止、落下物の防止、ガス漏れ・燃焼排ガスによる事故の防止、

防水性、設備等の使いやすさ等について、適正な水準を確保する。 

 

３ 外部性能 

（１）環境性能 

   自然エネルギーの利用、断熱性の向上やエネルギー効率の高い設備機器の使用な

どエネルギーの使用の合理化、断熱材のノンフロン化等について、適切な水準を確

保する。また、建設・解体時の廃棄物の削減、解体処理・リサイクルの容易性、地

域材・再生建材の利用、雨水・雑排水の処理・有効利用、敷地内の緑化等について、

適正な水準を確保する。 

（２）外観等 

   外壁、屋根、門塀等の配置及びデザインの周辺との調和について、適正な水準を

確保する。 
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資料２ 居住環境水準（住生活基本計画（全国計画）より抜粋） 

 居住環境水準は、地域の実情に応じた良好な居住環境の確保のための指針となるもの

であり、それぞれの項目が、地域における居住環境の現状、課題等を把握し、整備、誘

導等の方向性を示すための要素となる。 

 居住環境水準の内容は、以下のとおりとする。 

 

１ 居住環境水準の項目 

（１）安全・安心 

① 地震・大規模な火災に対する安全性 

地震による住宅の倒壊及び大規模な火災に対して安全であること。 

② 自然災害に対する安全性 

津波、高潮、出水、がけの崩壊等の自然災害に対して安全であること。 

③ 日常生活の安全性 

生活道路の安全な通行及び犯罪発生の防止に配慮されていること。 

④ 環境阻害の防止 

騒音、振動、大気汚染、悪臭等による居住環境の阻害がないこと。 

（２）美しさ・豊かさ 

① 緑 

緑等の自然を確保し、自然環境に関する快適性を享受することができること。 

② 市街地の空間のゆとり・景観 

住戸及び住棟の隣棟間隔、空地等を有し、日照、採光、眺望、プライバシー等

が立地条件に応じて適切に確保されていること。また、地域の気候・風土、歴

史、文化等に即して、良好な景観を享受することができること。 

（３）持続性 

① 良好なコミュニティ及び市街地の持続性 

バランスのとれた地域の良好なコミュニティの維持、住宅の適切な建替え等に

より良好な居住環境が維持できること。 

② 環境負荷への配慮 

環境への負荷の低減に配慮したまちの構成であること。 

（４）日常生活を支えるサービスへのアクセスのしやすさ 

① 高齢者、子育て世帯等の各種生活サービスへのアクセスのしやすさ 

高齢者、子育て世帯等が日常生活を支える各種サービスに容易にアクセスでき

ること。 

② ユニバーサルデザイン 

高齢者、障がい者をはじめとする多様な者の円滑な移動の経路が確保されてい

ること。 
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２ 居住環境水準の指標 

  居住環境水準の指標は、地方公共団体において住民の住生活の安定の確保及び向上

の促進に関する施策の方向性を示す基本的な計画を策定する際に、居住環境水準の項目

について当該計画における目標として定めるための具体的異な尺度となるものであり、

居住環境水準の項目ごとに、次のとおり例示する。なお、地方公共団体は、地域の実情

を踏まえ独自の指標を定めることができる。 

 
項 目 指 標 

（１）安全・安心 
① 地震・大規模な火災に対する
安全性 

 
② 自然災害に対する安全性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 日常生活の安全性 

 
④ 環境阻害の防止 

 
・地震時等に著しく危険な密集市街地の面積 
 
 
・地震時に滑動崩落による重大な被害の可能性のある大規模 
盛土造成地が存在する地方公共団体のうち、宅地ハザード 
マップを作成・公表し、住民に対して情報提供を実施した 
地方公共団体の割合 

・土砂災害から保全される人口（急傾斜事業を含む） 
・洪水による氾濫から守られる区域の割合 
・中枢・拠点機能をもつ地域で床上浸水の恐れがある戸数 
・近年発生した床上浸水の被害戸数のうち未だ床上浸水の恐 
れがある戸数 

・津波・高潮による災害から一定の水準の安全性が確保され 
ていない地域の面積 

 
・地区内人口当たりの年間犯罪発生件数 
 
・大気汚染に関する環境基準の達成状況 
・悪臭に関する規制基準等に適合しない事業場等の数 
・騒音に関する環境基準の達成状況 
・振動に関する規制基準等に適合しない事業場等の数 

（２）美しさ・豊かさ 
① 緑 
 
② 市街地の空間のゆとり・景観 

 
・地区面積に対する緑に覆われた面積の比率【緑被率】 
 
・狭小宅地率 
・良好な景観の形成・保全、ゆとりある敷地規模の確保等良 
好な市街地環境の形成を図ることを目的とした地区の指定 
比率 

（３）持続性 
① 良好なコミュニティ及び市
街地の持続性 

 
② 環境負荷への配慮 

 
・空家率 
 
 
・地区全体の人口に対する街なか区域（地域の実情に応じて 
設定した中心市街地を含む区域）内の人口比率【街なか居 
住比率】 

・通勤・通学における公共交通機関等利用率 
（４）日常生活を支えるサービス

へのアクセスのしやすさ 
① 高齢者、子育て世帯等の各種
生活サービスへのアクセスの
しやすさ 

 
② ユニバーサルデザイン 

 
 
・公共交通不便地域内の住宅の戸数又は面積の割合 
・高齢者の在宅介護を支援するサービス等福祉サービスの実施
体制の整備率 

 
・高齢者、障がい者をはじめとする多様な者が日常生活又は 
社会生活において利用する施設相互間の生活関連経路を構成 
する道路におけるユニバーサルデザイン化の実施率 
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資料３ 誘導居住面積水準（住生活基本計画（全国計画）より抜粋） 

 誘導居住面積水準は、世帯人数に応じて、豊かな住生活の実現の前提として多様なラ

イフスタイルに対応するために必要と考えられる住宅の面積に関する水準であり、都市

の郊外及び都市部以外の一般地域における戸建住宅居住を想定した一般型誘導居住面

積水準と、都市の中心及びその周辺における共同住宅居住を想定した都市居住型誘導居

住面積水準からなる。 

 その面積（住戸専用面積・壁芯）は、資料１の住宅性能水準の基本的機能を満たすこ

とを前提に、以下のとおりとする。 

（１）一般型誘導居住面積水準 

  ① 単身者  ５５㎡ 

  ② ２人以上の世帯 ２５㎡×世帯人数＋２５㎡ 

（２）都市居住型誘導居住面積水準 

  ① 単身者  ４０㎡ 

  ② ２人以上の世帯 ２０㎡×世帯人数＋１５㎡ 

 

注１ 上記の式における世帯人数は、３歳未満の者は０．２５人、３歳以上６歳未満の者は０．５人、

６歳以上１０歳未満の者は０．７５人として算定する。ただし、これらにより算定された世帯人員

が２人に満たない場合は２人とする。 

注２ 世帯人数（注１の適用がある場合には適用後の世帯人数）が４人を超える場合は、上記の面積か

ら５％を控除する。 

注３ 次の場合には、上記の面積によらないことができる。 

①単身の学生、単身赴任者等であって比較的短期間の居住を前提とした面積が確保されている場合 

②適切な規模の共用の台所及び浴室があり、各個室に専用のミニキッチン、水洗便所及び洗面所が

確保され、上記の面積から共用化した機能・設備に相当する面積を減じた面積が個室部分で確保

されている場合 
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資料４ 最低居住面積水準（住生活基本計画（全国計画）より抜粋） 

 最低居住面積水準は、世帯人数に応じて、健康で文化的な住生活を営む基礎として必

要不可欠な住宅の面積に関する水準である。 

 その面積（住戸専用面積・壁芯）は、資料１の住宅性能水準の基本的機能を満たすこ

とを前提に、以下のとおりとする。 

 （１）単身者  ２５㎡ 

 （２）２人以上の世帯 １０㎡×世帯人数＋１０㎡ 

 

注１ 上記の式における世帯人数は、３歳未満の者は０．２５人、３歳以上６歳未満の者は０．５人、

６歳以上１０歳未満の者は０．７５人として算定する。 

ただし、これらにより算定された世帯人員が２人に満たない場合は２人とする。 

注２ 世帯人数（注１の適用がある場合には適用後の世帯人数）が４人を超える場合は、上記の面積か

ら５％を控除する。 

注３ 次の場合には、上記の面積によらないことができる。 

①単身の学生、単身赴任者等であって比較的短期間の居住を前提とした面積が確保されている場合 

②適切な規模の共用の台所及び浴室があり、各個室に専用のミニキッチン、水洗便所及び洗面所が

確保され、上記の面積から共用化した機能・設備に相当する面積を減じた面積が個室部分で確保

されている場合 

③既存住宅を活用する場合などで、地域における住宅事業を勘案して地方公共団体が住生活基本計

画等に定める面積が確保されている場合 
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資料５ 公営住宅の供給の目標量の設定の考え方（住生活基本計画（全国計画）より抜粋） 

地方公共団体は、常にその区域内の住宅事情に留意し、低額所得者の住宅不足を緩

和するため必要があると認めるときは、公営住宅の供給を行わなければならない。 

このような考え方に立ち、計画期間内における都道府県の区域内における公営住宅

の供給の目標量については、以下の考え方によるものとする。 

 

１ 公営住宅の供給の目標量は、新規の建設及び買取りの戸数、建替えによる建替え後

の戸数、民間住宅等の借上げの戸数並びに既存公営住宅の空家募集の戸数を合計した

戸数とし、居住の安定の確保を図るべき世帯に対し必要な住宅供給を行う観点から設

定すること。なお、既存公営住宅の空家募集の戸数は、既存ストックを最大限有効活

用する観点から、割増家賃の徴収や明渡請求など収入超過者・高額所得者対策の実施、

世帯人数等に応じた住戸への住替えの促進、定期借家制度（期限付き入居）の活用等、

公営住宅の管理の適正化に配慮の上、設定すること。 

 

２ 当該都道府県の区域内における多様な住宅困窮者の居住の状況、民間賃貸住宅の需

給、家賃等の市場の状況等の住宅事情を分析し、これを踏まえて、市場において自力

では適正な水準の住宅を適正な負担で確保することが困難と見込まれ、公的な支援に

より居住の安定の確保を図るべき世帯の数を的確に把握すること。その上で、当該世

帯の居住の安定の確保のため必要な公営住宅の供給の目標量を設定すること。その際、

公営住宅の供給を補完するため、区域内に存する公営住宅以外の公的賃貸住宅ストッ

クの状況等を勘案し、これらの公的賃貸住宅の活用等を図ること。 

 

３ 公営住宅の整備及び管理に当たっては、耐震性の確保はもとより、省エネルギー性

能、バリアフリー対応、耐久性等の確保に努めるとともに、世帯人数や身体状況等に

応じた規模及び設備を備えたものとなるよう努めること。また、ストックの点検や修

繕・維持補修を適切に行うとともに、老朽化した公営住宅のストックについては、個々

のストックの状況や中長期的な需要の見通しを踏まえて、計画的な建替えや長寿命化

に向けた改良等の措置を講ずること。さらに、公営住宅の整備・管理に際しては、地

域の実情を踏まえつつ、PPP/PFIも含め、民間事業者の様々なノウハウや技術の活用

を推進すること。 
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